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       午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。

定足数に達しておりますので、これから令

和５年第２回美幌町議会定例会第５日目の

会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、２番藤原公一さん、３番大

江道男さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

 諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を

申し上げます。 

 本日の会議につきましては、配信してお

ります議事日程のとおりであります。朗読

については、省略させていただきます。 

 次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 一般質問 

○議長（大原 昇君）日程第２ 一般質問

を行います。 

 第２日目に引き続き、通告順により発言

を許します。 

 ９番稲垣淳一さん。 

○９番（稲垣淳一君）〔登壇〕 それでは、

通告に従いまして一般質問をさせていただ

きますので、答弁をよろしくお願いいたし

ます。 

 大きく２点でございます。 

 まず、福祉行政についてであります。 

 第６期美幌町障がい福祉計画及び第２期

美幌町障がい児福祉計画の進捗状況につい

てであります。 

 障がいのある人が自立した日常生活を営

むことができるように、必要な障がい福祉

サービスや相談支援並びに地域生活支援事

業などが計画的に提供されるよう、数値目

標やサービス量の見込み、これらを確保す

るための方策を定めたものであります。 

 これらの計画は、数多くの検討会を経て

各種アンケート調査を基に策定した関係者

の皆様の努力の結晶であり、これらの計画

書が数多くの皆さんの笑顔につながってい

ることを願わずにいられません。 

 現在におけるこれら計画の進捗状況と今

後の見通しについてお尋ねをいたします。 

 二つ目は、高齢者保健福祉計画・第８期

介護保険事業計画の進捗状況についてであ

ります。 

 高齢化先進国、日本。美幌町における高

齢化率は、令和２年９月末で３５.９％、町

民の約３人に１人が高齢者となっており、

高齢者が高齢者を支えていくことが当たり

前の光景になりつつあります。 

 この計画は、高齢化の進行を踏まえて、

美幌町が取り組むべき高齢者の保健福祉施

策を明らかにするとともに、介護保険制度

の円滑な運営を計画的に実現するために定

められたもので、サービスを受ける側も提

供する側もその内容は多様性を極めていま

す。 

 町は、この計画推進のためにあらゆる手

段を取り、計画実現のために邁進している

状況と思います。 

 これらのサービスが一人でも多くの方々

に届き、幸せな暮らしが続くことを願って

おりますが、現在の進捗状況と今後の見通

しについての考えをお尋ねいたします。 

 大きい２点目でございます。 
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 公共施設充実整備についてであります。 

 林業館きてらすの施設整備についてであ

ります。 

 森林の有効活用を目的として、木とふれ

あう場所、林業館きてらすが平成２７年に

誕生しました。 

 開館以来、数多くの利用者でにぎわう施

設として、町内はもとより、町外からのお

客様にも人気のスポットとして、利用者の

多くが長時間、子供たちの笑顔と歓声で満

ちあふれる場として愛されています。 

 しかしながら、人気施設がゆえの問題点

も顕在化してきており、その大きな問題は

トイレ施設であります。 

 トイレは１階まで下りなくてはならず、

特に小さな子供連れの方には大変でありま

す。その都度、子供と自分が靴を履き、子

供を抱えて階段を下りていかなければなり

ません。 

 今後、コロナ感染が落ち着き、ますます

利用者が増えてくることが予想されますが、

トイレの設置、または、新たな場所への移

設の考えについてお尋ねいたします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 稲垣議員

の御質問に答弁いたします。 

 初めに、福祉行政について。 

 １点目の第６期美幌町障がい福祉計画及

び第２期美幌町障がい児福祉計画の進捗状

況についての御質問でありますが、障害者

基本法に基づく障がい者の自立と社会参加

を推進するための指針及び取り組むべき施

策の基本的な方向性を示す本計画は、令和

３年度から令和５年度までの３年間の計画

となっており、本年度末で２年間が経過す

るところであります。 

 計画では、障がい福祉の基本である障害

サービスの充実・確保（訪問系、日中活動

系及び居住系サービス等）、地域生活支援

事業の充実・確保（相談支援、成年後見人

制度利用支援、意思疎通支援、日常生活用

具給付及び移動支援等）、障がい児支援

（発達支援、放課後等デイサービス等）に

沿った各種施策を展開しております。 

 本計画における進捗状況でありますが、

新型コロナウイルスの感染拡大により、障

がい福祉サービスなどの事業を制限しなけ

ればならない時期もありましたが、全体と

しては、おおむね計画どおりに進んでいる

と考えております。 

 また、学識経験者、保健・医療・福祉関

係機関、学校教育関係機関、商工・労働関

係機関、障がい福祉施設等、障がい当事者

団体などで構成する美幌町障害者自立支援

協議会を年２回程度開催し、障がい福祉サ

ービス等の利用状況や相談支援事業活動等

の報告を行い、計画等の進行管理を行って

いるところであります。 

 今後の見通しでありますが、現在の計画

期間が令和５年度末で満了となることから、

計画の見直し年度である次年度において、

現計画の進捗状況等の確認及び検証のほか、

アンケート調査や関係者との意見交換を行

うなど、美幌町障害者自立支援協議会の委

員の皆様からの意見等により、障がい者の

方が必要としているニーズ内容を取りまと

め「誰もが安心して、暮らせる人にやさし

いまち」の実現に向け、次期計画を策定し

てまいりますので、御理解をお願いいたし

ます。 

 次に、２点目の高齢者保健福祉計画・第

８期介護保険事業計画についての御質問で

すが、本計画は、高齢者が住み慣れた地域

で生きがいをもって、互いに支え合い、そ

して、安心して暮らせるまちを実現するた

めに１０項目の基本方針を掲げて、令和３

年度から３年間の計画で進めており、本年

度が２年目となります。 

 本計画における進捗状況でありますが、

新型コロナウイルスの感染拡大により介護

や高齢者福祉サービスなどの事業を制限し

なければならない時期もありましたが、全

体としてはおおむね計画どおりに進んでい
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ると考えており、特に本年４月１日に開設

する小規模多機能施設は計画どおり施設の

整備が実現となり、大きな成果があったと

考えております。 

 次に、今後の見通しでありますが、独り

暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、認知

症高齢者、要介護認定者については、今後

も増加する状況にあり、高齢者の皆様から

の福祉に対するニーズはさらに多種・多様

化することが予想されます。 

 令和５年度は、現計画の最終年度である

とともに次期計画の策定年度でもあります。 

現計画を推進しながらも、高齢者の皆様へ

アンケートの実施や美幌町高齢者保健福

祉・介護保険事業推進委員会の委員の皆様

からの意見等により必要とされているニー

ズをしっかりと把握しながら、高齢者が住

み慣れた地域で生きがいをもって、互いに

支え合い、そして安心して暮らせる町の実

現に向け、次期計画を策定してまいります

ので、御理解をお願いいたします。 

 次に、公共施設充実整備について。 

 林業館きてらすの施設整備についてです

が、林業館きてらすは、入館者数の減少が

続いていた展示型施設を、町民からの要望

が高かった子供たちが遊べる施設等へと改

修し、開設以来、多くの方々に御利用いた

だいております。 

 当該施設への改修に当たりましては、限

られた予算の中で、大型木製遊具や木のプ

ール等の整備を優先し、建物本体の改修を

最小限度に抑えたため、トイレにつきまし

ては、１階のトイレを利用していただいて

おります。 

 御質問のトイレの設置または新たな場所

への移設の考えにつきましては、現時点で

施設の改修や移転に関する具体的な計画は

ありませんが、今後、様々な視点から当該

施設の方向性を検討してまいりたいと考え

ておりますので、御理解をお願いいたしま

す。 

 以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さん。 

○９番（稲垣淳一君） それではまず、福

祉行政について何点かお尋ねをさせていた

だきます。 

 制度の内容について何点かお尋ねをする

ことと、福祉行政に対して臨んでいく美幌

町の姿勢といいますか、町長のお考えをお

尋ねしたいと思っております。 

 細かい話でいきますと、美幌町には、

様々な観点で障がい者の方、または障がい

者を守る家族の方たちへのいろいろな施策

があり、思い入れ、全方位外交かというぐ

らい本当にたくさんのものを網羅しており

ます。 

 この福祉計画、事業計画を読むにつけ、

本当にすばらしいなと思っております。私

も安心した老後を美幌町で暮らせるのかな

と思っている一人ではありますが、私の話

は置いておいて、様々な問題で悩みを抱え

ていらっしゃる方がおります。 

 たまたまといいますか、重度身障者のお

子さんを抱えていらっしゃるお母さんと話

をいたしました。生まれつき、そういう障

がいを持っていらっしゃるということで、

家では介護ベッドでほぼ寝たきり状態であ

るのですが、学校に通う等で家から出なけ

ればならない。そこで、補助金を使って家

をいろいろと改修したという話がありまし

た。 

 しかしながら、金額もさることながら、

一度使うと二度目はなかなか使いにくいと

いう話をお聞きしました。もちろん、玄関

からの出入りは難しいものですから、居間

を改修してスロープをつけるなどの改修を

して、かなり使いやすくはなっているので

すが、結局、そこで一度使ってしまうと、

もう二度と使えないのだという話を聞きま

したので、その辺の対応がどうなっている

のかということです。 

 もちろん、障がい者本人であるお子さん

の障がいの度合いが進んでいけば、家の改
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修とかいろいろな補助用具が必要になって

くると思いますし、何よりも、その子供さ

んを見る親御さん、保護者の方たちも年を

取っていって、若いときのように、子供を

抱えるとか、押して歩くとか、いろいろな

ことがだんだんつらくなってくるという話

をお聞きいたしました。 

 それについて、何かお助けできる手だて

がないのかということですが、何か考えが

ありましたらお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 社会福祉課長。 

○社会福祉課長（水上修一君） 御答弁申

し上げます。 

 住宅改修費に関する質問であります。 

 現在の障がい児福祉計画の計画書の中に

記載している事業といたしまして、日常生

活用具給付等事業の居宅生活動作補助、住

宅改修費の助成について記載がございます。 

 こちらの事業につきましては、下肢・体

幹機能の障がいを有する障がい程度等級３

級以上の障がいを持つ方を対象としており

まして、主に障がい者の移動等を円滑にす

る小規模な住宅改修費用を対象としてござ

います。 

 なお、給付額の上限額につきましては、

規定上、２０万円としております。 

 こちらの原則自己負担額は１割負担とな

りますが、世帯の所得状況等に応じまして、

非課税世帯であれば負担なしという形で上

限額が設定されております。 

 また、こちらの事業につきましては、議

員から御質問あったとおり、障がい程度が

変わらない限り、原則１回利用の制度とし

て運用しているところでございます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さん。 

○９番（稲垣淳一君） 今の答弁ですと、

本人の障がいの度合いが変わらなければ１

回のみということです。 

 私が話をした方のお子さんは、本人の障

がい程度はある程度進んでいっているので

すが、最初に認定された障がい度合いから

あまり大きく変わっていないのだろうと感

じていて、家族の大変さ、つらさ、それが

顕著に見えるのです。 

 そういうことから、さらに改修をしたい

という場合に、一般住宅リフォームという

ことでは介護保険の中身を使えると考えて

いいのですかね。 

○議長（大原 昇君）建設部長。 

○建設部長（那須清二君） ただいまの御

質問でございますけれども、美幌町では、

以前から住宅リフォームの補助を実施して

ございます。 

 また、令和５年度からは、従来の制度を

一部見直しをして、令和５年度の予算でも

御提案申し上げてございますけれども、さ

らに使いやすいように制度を見直した中で

実施をしようと考えております。 

 具体的には、介護保険や障がいの給付を

使ったほうが、自己負担は１割負担ででき

ますので有利かと思いますけれども、こち

らの制度の現在の補助率は２０％というこ

とで、補助金の上限は変わらず５０万円が

限度となります。また、補助対象工事につ

きましては、現行では５０万円以上という

のをさらに使いやすくするため、３０万円

以上を対象にと改正する予定です。 

 また、対象工事につきましても、さらに

使いやすいように範囲を広げたり、最初の

利用から５年間経過した場合には再度の利

用を可能とするという見直しをする予定で

制度を改正しようとしているところでござ

いますので、御理解いただければと思いま

す。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さん。 

○９番（稲垣淳一君） 令和５年度の話と

いうことで、これからまたいろいろと審議

されるところであるので、ここではあまり

掘り下げることはできないかと思いますが、

使いやすい制度に変えていきたいという思

いは理解いたしました。 

 今のは建築側の制度ですが、例えば、建
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築の制度と介護保険の制度を抱き合わせで

一緒にするということは可能なのでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

 現在、介護保険法に基づく要支援者、要

介護者共に居宅介護住宅改修は、こちらも

２０万円を上限に支給しております。具体

的な内容としては、手すりの取り付け、床

段差の解消、滑りの防止等、引き戸の扉の

改修等、こちらは介護保険法に基づくもの

ですが、建設のほうは単独事業ですので、

両方を使うことは可能だと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さん。 

○９番（稲垣淳一君） その場合、制度が

違うということで別々に使えるというのは

ありがたいと思ってお聞きしました。 

 ただ、その場合、それぞれの窓口が違う

ので、別々に行ってお話をすることになっ

てしまうのでしょうか。 

 例えば、福祉部に行って一括で面倒を見

てくれるという流れにはなりますでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

 過去にも、数件、そういう実例がござい

まして、基本的には、まずは福祉部に来て

いただいて、建設の担当者と連携して、な

るべく相談される方が動くことのないよう

に対応しているのが現状でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さん。 

○９番（稲垣淳一君） これからも優しい

美幌町でぜひ皆さんのお役に立っていただ

ければと思います。 

 続きまして、今回、障がい者問題という

ことで計画書をずっと読んでいた中で、こ

の話は町議会の一般質問にはそぐわないか

もしれませんが、お聞きください。 

 大阪でありました交通事故の案件でござ

います。 

 先般、２月２８日の北海道新聞にも出て

おりましたし、私もテレビで何度も目にし

たものですから、お話をさせていただきた

いと思います。 

 ５年前、大阪でショベルカーが歩道に突

っ込んできて、当時１１歳の女のお子さん

が命を落としてしまった。そこで、遺族側

が運転者側に６,０００万円の損害賠償を求

めた訴訟の判決がこの間出ました。 

 司法判断の話ですので、ここでその結果

について論議する気はもちろんないのです

が、遺失利益という言葉がありまして、亡

くなった方の将来的な収入の見込みを判断

するもので、この方が生きていたら生涯幾

ら稼いでいただろうというものです。そし

て、被害者は聴覚障がい者のお子さんなの

ですけれども、被告側、運転手の会社は、

障がいの影響で意思疎通や進学、就職が困

難だったとして、一般の方がもらう賃金平

均の６割の約２９４万円が損害賠償額では

ないかという話をしていました。ところが、

原告側、遺族側は、近年、社会の意識の変

化、技術進歩で多くの障がい者が生き生き

と働いているので、労働者全体の平均賃金

を基に算出するべきで、損害賠償請求は約

６,０００万円だと。 

 結局、大阪地裁は、労働者全体の平均賃

金約４９７万円の８５％を基に計算すべき

という判断を示しまして、８５％というこ

とで約３,８００万円の支払いを命じました。 

 亡くなられた当時１１歳の女子小学生は、

生まれつきの聴覚障がいがあったのですが、

一生懸命学ばれて、本当に普通に生き生き

と生活されていて、学校でも活躍していた

というお母様のお話がありました。 

 さらに言えば、今、聴覚障がい者の方た

ちは、インターネット、スマホのアプリと

いろいろなもので生活のサポートができる

状況が顕著に見受けられます。ですから、

この判断は一般の就労賃金で見てほしいと
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いうことだったのですが、結果としては 

８５％でした。加害者側は障がい者の労働

賃金で算出してくれと言っており、そこは

かなり乖離はあるのですけれども、かなり

進んだ判断にもなっているだろうし、いろ

いろと思うところはあります。 

 結局、言いたいこととしては、障がい者

の方の自立を助けるとか生活を守るために

こういういろいろな計画を立てられている

のですが、いざ、こういう最悪な場面で障

がい者の方の立場がしっかり守られていな

いというのは非常に残念です。 

 そのためにも、我々はどうしていかなけ

ればならないかというと、この聴覚障がい

の方の話を進めていけば、これからも町は

自立を促す、その生活をサポートするとい

う考えの中で、障がい者の方が本当に生き

生きと暮らしやすくしていくためにどのよ

うなサービスを提供する。もちろん、本人

の働こう、生きていこうという気持ちは尊

重されるべきですし、それがあって当たり

前の話ではあるのですが、そういうお気持

ちをどう具現化して社会で活躍できる場を

提供していったらいいのか、町長のお考え

がありましたらお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 大阪の事例につい

ては、私がお話をすることではないので、

それは置かせていただいて、町民の皆さん

がということは、町民の全ての皆さん、障

がいを持った方も、健常の方も含めて、そ

の方が美幌町において、町の中で安心・安

全に生活できる環境をしっかりつくらなけ

ればいけないと思っています。 

 今、それぞれの計画を考える中において

は、個々の方々が持つ可能性を最大限引き

出す考え方を基本的に持った中で、全てが

できるわけではないので、まず、その中で

何と何を優先してやるかということを計画

の中にしっかり織り込むことが必要かと思

っています。 

 ただ、思いとしては、実施する計画にお

いては具体的なものにはなるのですけれど

も、前段で言ったように、障がいを持とう

が、健康であろうが、その可能性を引き出

すということを前提で物を考えるというこ

とが大事なのかなと思っております。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さん。 

○９番（稲垣淳一君） そういう可能性を

引き出し、何をどう優先していくのかとい

うのは、大変重要なお考えだと思いますし、

ぜひそのように進めていただきたいと思い

ます。 

 ここ何日か、いろいろな計画書を読みあ

さっていると、来年に向けて見直しをかけ

ていくということを計画されているようで

すが、後ほどの高齢者保健福祉計画も同じ

質問になろうかと思うのですけれども、美

幌町障害者自立支援協議会という団体を組

織されてこの計画書がつくられています。

これらはどういう考えでこういう区分をし

て、その団体の方にお願いをしているのか、

何か決まった考えがありましたら御説明を

お願いいたします。 

 なぜこういう人たちに頼んだのでしょう

かという話です。 

○議長（大原 昇君） 社会福祉課長。 

○社会福祉課長（水上修一君） 御答弁申

し上げます。 

 まず、本計画の進行管理、策定につきま

しては、自立支援協議会で意見を聴取する

ことになっておりますが、国の基本的な指

針に基づいて、協議会の各委員から意見を

聞くということが求められております。 

 また、現在、美幌町障害自立支援協議会

につきましては、１８名の委員で構成され

ております。 

 区分につきましては、各障がい福祉施設

の事業者の方々、学校教育の関係、商工・

労働、保健・医療・福祉、それから障がい

福祉関係団体の家族の方、当事者の団体か

らも推薦をいただいて、また、次期の策定

に向けて様々なアンケートを取りながら次

期計画を策定してまいりたいと考えており
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ます。 

 どうぞよろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） ただいまの自

立支援協議会の委員構成でございます。 

 今、課長が申し上げましたとおりですけ

れども、若干補足させていただきますと、

保健・医療・福祉分野、学校教育分野、商

工・労働分野、それと障がい福祉施設分野

と障がい福祉の関係団体という大きく五つ

の区分に分かれております。 

 なぜこの区分かということですけれども、

当然、障がい者の方々がこの町で安心して

生活していただくための計画を策定する上

で、いろいろな分野の皆さんの御協力、ま

た御意見が必要になってくると思います。 

 したがいまして、保健福祉医療の専門で

すとか、学校教育ですとか、商工ですとか、

そういった多岐にわたる分野の皆様にお集

まりいただいてこの協議会を結成して、計

画を立てるということになってございます

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さん。 

○９番（稲垣淳一君） 思いとしては理解

するところですが、この会議は年に２回の

開催ですね。もちろん、行政側としても策

定するためにいろいろな準備、段取りをし

てやるものですから、毎月のようにできる

ものではないと思いますし、これだけの顔

ぶれの方たちがそうそう何度も集まってで

きるものではないと思います。以前、部長

とも話したときに、この計画はある意味で

福祉行政の総合計画だという話もされてい

ましたので、本当に多岐にわたる内容を一

生懸命調べ上げて、現状から対策、そして

また、いろいろな可能性も含めて立ち上げ

ていったと理解するところです。 

 私の言いたいことは、障がい当事者も入

っているとは言うものの、当事者の方たち

からの聞き取りといいますか、アンケート

に書いてある、アンケートから収集してい

るという話も理解はします。ですが、文字

にして伝えられる人はアンケートに書きま

すけれども、言葉に表すのが難しい、どう

表現していいか分からないという障がいを

お持ちの方もいらっしゃいます。その人た

ちの声は、もしかしたら障がい者施設の方

たちが聞き取ってこの場で反映していると

理解していますが、やはり当事者の声とい

うのは非常に大きいのです。 

 ですから、そういうものを聞いているの

でしょうかという質問と、もしなければ、

大変なのは分かりますが、誰のための計画

か、誰のための施策なのかということを考

えたときに、当事者の方の声を聞くという

ことをどのようにされているのか、お尋ね

いたします。 

○議長（大原 昇君） 社会福祉課長。 

○社会福祉課長（水上修一君） 御答弁申

し上げます。 

 まず、現在の計画に関しまして、自立支

援協議会を開催していますが、前回の計画

策定に向けては、４回程度の会議を開催し

まして、アンケートの内容を検討し、結果

を見ながら、最終的に策定しております。 

 策定後、年に２回の会議を開催して、直

近の障がい福祉サービスの利用状況につい

て報告しております。 

 それから、今年度でいきますと、新型コ

ロナウイルスの関係もありまして、しばら

く講演会などができなかったのですけれど

も、昨年の１０月に障がい福祉講演会を開

催して、実際に当事者の方からお話をして

いただくという場面も設けております。 

 また、今年の１月には、自立支援協議会

のメンバーの方々にも参加していただいて、

現在、美幌町の中で、障がい福祉の分野だ

けではなく、障がい者の方がどのような問

題を抱えているのか、ざっくばらんにグル

ープワークをいたしまして、今後このよう

なことを美幌町として考えてはどうでしょ

うかということを話し合う場を設けており

ます。 

 そこで様々な貴重な御意見をいただいて
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おりますが、これから行いますアンケート

にも関連してきますので、いただいたご意

見に基づいて次期計画を策定してまいりた

いと考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さん。 

○９番（稲垣淳一君） ありとあらゆる方

策で声を吸い上げて計画に反映していく、

ぜひそのように進めていただきたいと思い

ますが、最後に一つお尋ねいたします。 

 いろいろな団体の方たちとお話をしてい

ると思いますが、この方たちの障がい者施

設には何回行かれていますか。何回行って、

どのように現場を見てきているのかという

話です。何回か行って、こういう声がある

というのは、こういうことだからこういう

声が上がっているのかという確認といいま

すか、現場視察はされているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 社会福祉課長。 

○社会福祉課長（水上修一君） 御答弁い

たします。 

 正式に現場を視察したわけではありませ

んが、新町にゆうあいセンターという形で

新しい施設も移りました。利用しながら不

具合がある点などがありますので、例えば、

修繕が必要な点、他の利用者の方から何か

不備な点があれば御意見をいただきながら、

時間を見て現場の声を聞いている現状です。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さん。 

○９番（稲垣淳一君） 今の施設は、確か

に町でかなりお金を投入していると施設だ

と理解します。民間のいろいろな介護支援

センターがありますが、そこはどうですか。

現場に行って話をするとか見てくるという

ことはあるのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 社会福祉課長。 

○社会福祉課長（水上修一君） 障がい児

の施設などもありますが、業務の関係上、

例えば、大人の障がいのある方ばかりでは

なくて、障がい児もおりまして、通所の発

達支援センターに通っているお子様たちも

おります。また、放課後デイサービスに通

われている、マイスペース美幌でやられて

いる施設もありますので、こちらは、子供

の目線といいますか、そちらで施設を見て

現状を把握しているということは行ってお

ります。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さん。 

○９番（稲垣淳一君） 業務多忙というの

は理解するのですが、福祉行政に関わって

いるのであれば、町が管轄するところはも

ちろん行きやすいでしょうし、見やすいか

もしれません。ですが、せっかく声を集め

て計画をつくるのであれば、そういう施設

に出向いて、いろいろな現場で働いている

方の声を聞くということが大事かと思いま

す。 

 今はコロナ禍の中でお見舞いにも行けな

い状況ですし、出入りが簡単ではないのは

よく分かりますけれども、やはり、現場で

働いていらっしゃる方の声や、そこを利用

されている方の声を聞くということが計画

をつくるときに一番大事なのだろうと思い

ます。 

 我々も議員としていろいろな施設に視察

に行きますが、現場に行って分かることが

ありますので、そこを大切にしていただけ

ればと思いますし、そういう思いを込めて、

今後、より実のある計画づくりに一生懸命

取り組んでいただければと思っております。 

 福祉行政の話は以上としますけれども、

今聞いたことと同じことが高齢者保健福祉

計画にも言えるのだろうと思います。 

 積極的に出向いて行政の窓口に来てお話

をする方はありがたいです。いろいろな情

報を持って、今はこうなっているよ、ああ

なっているよ、どうなのだ、こうなのだと、

一生懸命やる方はもちろんいいのですが、

その方もこれが全てではありません。美幌

には元気な高齢者がおりますので、ぜひ出

ていく姿勢で現場の声を拾い、その声が反

映されてこそ生きる計画だと思っています。
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これが駄目だと言っているわけではありま

せん。 

 くどいですけれども、アンケートを書け

る人はいいけれども、話を聞いてほしいと

いう人が多くいらっしゃるので、いろいろ

手段、手法を使って拾い上げていただけれ

ばと思います。 

 今回取り上げた中に、アンケートをいっ

ぱい書くけれども、それがどう行政に反映

されているのか、どうやって私たちの思い

が形になっているのか、ちょっとよく見え

ないという話を聞きました。 

 せんだって、福祉部にお邪魔したときに、

それらを反映してこの計画書をつくってい

るのだという話ももちろん聞いたのですが、

アンケートを出した人にこの本を配ってい

るのか分かりませんけれども、縮刷版のよ

うなものをつくって配っていた記憶もあり

ますが、今、我々はこんなことに取り組ん

でいますよ、皆さんの声は生きていますよ、

それは我々議員も同じことが言えるのかも

しれませんが、美幌町は優しいよね、住ん

でいてよかったね、そんなことを言ってい

ただける一つのいい材料になるのではない

かと私は思っております。どうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 障がい者計画

にしても、高齢者福祉介護保険計画にして

も、誰のための計画かと考えたときに、生

の声、現場の雰囲気は当然把握しておかな

ければならない、とても重要なことだとい

うふうには認識しております。 

 極力、自分の目で現場等を見てまいりた

いと思いますし、構成されている委員につ

きましては、いろいろな福祉関連の会議で

重複している方もいらっしゃいますので、

その都度、その都度、いろいろな場面で、

会議のテーマにとらわれず、いろいろな情

報を仕入れていきながら今後の計画策定に

向けて進めていきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さん。 

○９番（稲垣淳一君） 高齢者問題、福祉

問題というのは、我々がこれから進んでい

く世界なので、自分たちも一緒にこの場所

でどういう施策、または、どういう環境が

我々が生きる美幌町にとっていいものにな

るのか、今後も一緒に歩んでいきたいと思

っております。いいまちをつくっていけま

すように、皆さんの御努力に期待をしてお

ります。 

 続きまして、公共施設充実整備について

であります。 

 平成２７年に開館して、本当に数多くの

方の御利用をいただいておりますけれども、

私の記憶では、当時、後藤部長が担当とし

てこの開設に御尽力されたと思っています

が、改めて、今、きてらすはどのような施

設になっているのか、感想をいただければ

と思います。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（後藤秀人君） ただいまの御

質問でございますが、答弁書にも書かせて

いただいたのですけれども、展示施設とい

うことで、入館者数の減少が激しかったの

ですが、林業振興という立場からあの施設

を何か有効活用できないかということで、

住民満足度調査を当時行っておりました。

今も行っているのですけれども、そちらで

子育て支援という部分で子供の遊ぶ施設が

なかったため、林業振興と子育て支援を組

み合わせて考え、木育施設をつくろうとい

うことを計画し、開設したという流れです。 

 開設以来、町内外から、特に北見からも

多くの方に施設を利用していただいており

ますし、町内の子供たちも多く利用してい

ただいているということで、計画を持って

実施したことは非常によかったと私なりに

考えております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さん。 

○９番（稲垣淳一君） 私は、まだ孫はい

ないので、ここに行くじいちゃんという立

場ではないのですけれども、周りからも、
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きてらすは楽しいよねという声を聞きます

し、一日も早く木のプールが早く元に戻る

ことを祈る一人であります。 

 トイレの改修について計画はありません、

方向性を検討してまいりたいとお答えいた

だいているのですが、例えば、トイレを改

修するという検討はされたことがあるのか、

費用としてはどれぐらいかかったのか、調

べたものがありましたらお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（伊藤 寿君） 御質問に

お答えいたします。 

 町にもトイレの設置に関する要望の声は

確かに届いておりますし、過去にトイレの

設置について検討した経過もございます。

そのときは、現在の１階のトイレを御利用

いただくということで考えをまとめた経過

がございます。 

 その後、トイレの設置についての費用の

面とかは、見積り等も徴取して、どのくら

いの費用がかかるのか、施設的にはどの位

置がいいのか、そういった検討は行ってお

ります。 

 費用につきましては、約２００万円の予

算は必要になると把握しております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さん。 

○９番（稲垣淳一君） 水回りのことを考

えると、私は設備屋ではないので詳しく分

かりませんけれども、１階のトイレからい

ろいろと細工をするのだろうと思います。 

 ちなみに、その場合、ＪＲの許可は取れ

るということでよろしいでしょうか。ＪＲ

の許可がなかなか下りないからできないの

だとか、そういうことはあるのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（伊藤 寿君） トイレの

設置につきましては、おっしゃるとおり、

１階のトイレに設備等を接続してやるのが

一番いいと思います。 

 許可については、当然、協議は必要だと

は思いますが、施設は町で管理しているも

のですので、できるかできないかは協議し

た結果になろうかと思いますけれども、可

能ではないかと思っております。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さん。 

○９番（稲垣淳一君） 可能性を探った中

では、そう大きな問題ではないということ

ですね。 

 そもそも建物が古いので、あまり大きく

費用をかけて改修するのはどうなのだろう

というのが答えだと理解します。それであ

れば、今後、公共施設充実整備という大き

なくくりの中で考えて、新たな場所への移

設の考えについてということをさらっと書

きました。他の議員からもいろいろと出て

いますけれども、今後、いろいろな可能性

を探る、検討するということでいけば、今、

図書館の問題もありますし、そしてまた、

中心市街地の開発とか、町の市街地開発の

中にいろいろな可能性が出てくると思いま

す。その中にも、きてらすというこれだけ

人気のある施設、そしてまた、トイレのこ

とはもちろんですが、他町村を見ても、い

い意味で広く大きくつくり変えてほしいな

という要望をします。要望を言えばきりが

ないのですが、そういうものもあります。 

 ですから、ああいう施設があるから子育

てが楽しいね、子育てをするなら美幌町、

そこまで子供を守ってくれる施設がある、

親御さんもあそこに預けておけば親同士の

交流も含めて楽しいと、本当に様々ないい

意見をいっぱい聞いておりますので、ぜひ

進めるための検討をしていっていただきた

いと思います。 

 町長、きてらすの未来はどのように考え

たらよろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回、答弁で書か

せていただきましたが、施設の改修と移転

に関してという話の中に計画はなく、内部

でいろいろ話した中において２階につくっ

たのですけれども、遊具も含めて完全に移
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動ができるような構造に全てなっているの

です。 

 当時、２階をどうしようかと考えたとき

に、林を使って子供たちの遊具を置いてと

いう話なので、長い期間ではないのですけ

れども、非常に人気もいいです。駐車場が

非常に不便だったりということも含めて、

あそこをこれから１０年以上も使うという

のであれば、改修というのは即決断する思

いではあるのですけれども、今いろいろな

ことを、町全体のことを考えさせていただ

いています。 

 そのことも踏まえた中で、移設というこ

とをあまり口にはしたくないのですけれど

も、別な使い方というか、公共施設の統廃

合も含めていろいろ考えている状況ですの

で、そういう中で、今のところはトイレの

改修は考えてないという答弁をさせていた

だいたのが本音です。 

 今後、あそこでずっとあの形で進めると

いう答えを近々に出した場合、当然、改修

というのも頭に、うちのスタッフ以下、皆

さんとそのことを伝えて、改修も可能かな

と思っています。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さん。 

○９番（稲垣淳一君） 本当に皆さんが楽

しんで、喜んで使っていただける施設であ

りますので、ぜひ、改修するなり、移転す

るなり、いろいろなお考えの中の一つの場

所ではありますけれども、今後、美幌町は、

皆さんからより愛されて住み続けたいと言

われる場所でもあると私は思っております

ので、ぜひ早い段階で方向性をお示しいた

だけますように、感じたことをお伝えいた

しまして、私の一般質問を終わります。 

 ありがとうました。 

○議長（大原 昇君） これで、９番稲垣

淳一さんの一般質問を終わります。 

 暫時休憩をします。 

 再開は、１１時５分といたします。 

午前１０時５７分 休憩 

─────────────────── 

午前１１時 ５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 一般質問を行います。 

 通告順により発言を許します。 

 １１番上杉晃央さん。 

○１１番（上杉晃央君）〔登壇〕 それで

は、２項目、順に質問をしたいと思います。 

 一つ目は、デマンド型バスの利用促進に

ついてであります。 

 申込バスの課題と利用促進についてでご

ざいますが、昨年４月から運行を開始いた

しましたデマンド型申込バスもーびーは、

当初、月曜日から土曜日の運行を、また、

１０月からは日曜日の運行も拡充し、利用

者から便利で大変助かると喜ばれており、

徐々に乗車人数が増え、町の積極的な取組

を私は高く評価しています。 

 運行から１０か月が経過していますが、

４月以降の利用者数の状況、収支の見通し、

現状における課題、利用促進を図るための

乗合率の改善など、今後の方策についてお

尋ねいたします。 

 次に、障がい者雇用についてであります。 

 町の法定雇用率達成の取組と職員の身分

について。 

 政府は、令和３年３月１日から障がい者

の法定雇用率を国、地方公共団体において

は、０.１％引き上げて２.６％に改め、障

がい者の積極的雇用を求めています。 

 この項目は、以前、ほかの議員からも一

般質問されていますが、現在、町の障がい

者の雇用状況と当該職員の身分別の実数

（正規職員、会計任用職員、非常勤職員区

分及び障がい種類区分）、未達成の場合の

今後の障がい者雇用計画の見通しについて

お尋ねいたします。 

 併せて、過去１０か年間の障がい者雇用

状況（人数）についてお尋ねいたします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 上杉議員
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の御質問に答弁いたします。 

 初めに、デマンド型バスの利用促進につ

いて。 

 申込バスもーびーの利用状況ですが、４

月から運行を開始し、利用者数は順調に推

移しており、月に４００人程度の方に御利

用いただき、１月末現在の総利用者数は 

３,０５５人となっております。 

 収支状況につきましては、運行費用が約

６５０万円に対し、運賃収入については 

１１０万円ほどになる見込みとなっており

ます。 

 次に、課題と今後の方策ですが、主な課

題として、乗合率の向上と運転手不足があ

ります。乗合率の向上につきましては、現

在、１便につき約１.２人となっており、乗

合率を上げるために事業者と協議しながら

効率的な運行体制への見直しを検討してい

るところであります。 

 運転手不足につきましては、申込バスに

限らず、運転手不足が深刻化しており、令

和４年度から二種免許取得費用の一部を町

が支援する事業を開始しております。 

 今後におきましても、申込バスを含め、

将来に向けてしっかりと町内公共交通を維

持していくため、利用者の意見をしっかり

受け止め、交通事業者の現場の声を大切に

しながら、限りある人材を最大限に生かし、

最適な公共交通を目指してまいりますので、

御理解いただきますようお願いいたします。 

 次に、障がい者雇用についてですが、本

町における障がい者雇用につきましては、

令和２年３月に策定しました美幌町障がい

者活躍推進計画に基づき、障がいのある職

員を含む全ての職員が働きやすい職場づく

りに向けて取り組んでいるところであり、

あわせて令和６年６月１日までに障がい者

の雇用率を目標の２.６％に達するため、雇

用の促進に努めております。 

 現在の障がい者の雇用状況につきまして

は、町長部局が５名、教育委員会が１名の

計６名の雇用となっており、過去１０年間

に採用した人数は１名（平成３０年度採用）

であります。 

 また、身分別には、正規職員が２名、会

計年度任用職員が４名（フルタイム１名、

パートタイム３名）で、障がいの種類は６

名全員が身体障がいであります。 

 本町の場合、雇用率の算定に当たっては、

町長部局と教育委員会部局を合算した特例

認定を適用できることから、目標値２.６％

を達成するためには２名の雇用が必要な状

況であり、現時点では達成できておりませ

ん。 

 そのため、障がい者の計画的な採用を喫

緊の課題として、障がい特性や能力など、

それぞれの特性に合わせて勤務時間（パー

ト勤務やフレックス勤務）を柔軟に設定す

ることも視野に入れてハローワークと協議

を重ねてきており、１月下旬には障がい者

を対象にした募集広告を掲載するなど、広

く募集情報の発信に努め、本年４月の採用

に向けて取組を進めております。 

 今後におきましては、令和５年度におい

て養護学校訪問による情報交換や障がい者

が働きやすい職場環境の整備に向けて、障

がい者の特性や受入れ体制について学ぶ職

員研修の実施などを予定しており、関係予

算を計上したところであります。 

 美幌町障がい者活躍推進計画で定めた雇

用率の達成はもとより、障がいのある方を

含め全ての職員が働きやすい環境づくりに

努めるとともに、障がい者それぞれの特性

が生かされ、活躍できる職場づくりに取り

組んでまいりたいと考えておりますので、

御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 私は、議員にな

って２期目のときに、所管の委員会で土谷

町政時代に、高齢化が進むことによって、

地域の足の確保ということが課題になると
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いう思いから、当時、デマンド型交通の検

討を提案したことがありました。 

 当時の状況では、いわゆる路線バス会社、

タクシー会社も２社ありましたし、そうい

った部分での利害調整は、私も調べていて

大変難しい問題だなという課題はありまし

たけれども、ぜひ検討してほしいというこ

とを訴えた記憶があります。 

 その後、所管委員会の中で、この問題は

重要な案件だということで、実際に道内の

導入事例の調査等をしまして、その上で議

長宛てにその必要性を事務調査報告という

形で報告させていただきました。平野町長

になってから、そういった部分を真剣に受

け止めていただいて、昨年４月から実証運

行という形で実現できたことは、本当に町

民にとっては大変必要な施策でありました

ので、ここは、先ほど質問で申し上げたよ

うに高く評価しているところであります。 

 全国を見ましても、公共交通の弱い地域

におけるデマンドバスの運行というのは、

今、広がりつつあります。 

 しかしながら、質問しましたように様々

な課題があるのも現実であります。 

 中でも、やはり美幌と同じように乗合率

が低いというのが、一番の課題であると言

えます。 

 ４月の実証運行以降、月別の１便当たり

の平均乗車率１.２人ということです。私は

よく車を運転していて、もーびーに出会う

ことがあるのですけれども、何人が乗って

いるかまではよく見えておりませんので、

もっと多いのかなと想像していましたが、

非常に少なくて少々残念に感じました。 

 この間、１便で１人しか乗車していない

日というのがどの程度あったのか、もしヒ

アリングをしていれば、教えていただきた

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） ただい

まの質問にお答えいたします。 

 具体的な数字としましては、１便で１人

しか運行していない日があったのかという

のは、今、手元にはございませんが、１.２

人ということで、限りなく１に近い現状で

ございます。 

 ですので、回数としましては、１人で運

行することのほうが多いという状況となっ

ております。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 担当課長の答弁

で、確かに１.２人ですから、ほとんどが１

回走るときに１人という日が多いのだと思

います。私はもっとあるのかなと想像して

いましたが、現状はそういう状況なので、

やむを得ないと思います。 

 そこで、乗合率を高めるための方策です

けれども、私は、デマンドバスが運行され

ているということがまだまだ町民に十分知

られていないのではないかと思います。 

 デマンドということ自体、私は電話予約

制のバスですよと町民の皆さんに説明する

のですけれども、まだ１０か月しかたって

いませんが、これまでに周知をどのように

実施されてきたのかについてお尋ねしたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） 周知に

ついてでございますが、広報で掲載するの

とパンフレットも全戸配布しております。

それ以外に、見ていただけただけでは分か

りづらいということで、これまで、各地域

に伺いまして１９回、約４００名の方に説

明をさせていただいております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 私も、今所属し

ているナルクという団体の中で、やはり運

転免許を持たない高齢者の会員が多いもの

ですから、通院とか買物、あるいは町内の

イベントに出かける際には、最寄りのバス

停がどこにあるのかを調べて、目的地を告
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げて、電話をして利用するように呼びかけ

ております。 

 私は、どこにバス停があるのかとたまに

聞かれるものですから、町からいただいた

バス停が記されたものを家に置いておいて、

お答えできるようにしています。 

 そういう意味で、パンフレットを全戸に

配布されていますから、私の所属する団体

の会員さんには、これは大事な資料だから、

しまい込まず、どこか壁にでも貼っておい

てくださいとよく言っています。 

 町もいろいろな努力をして説明会もされ

ているということですけれども、周知する

方法として、例えば、いっとき、ほかのこ

とでごみ収集車にマグネット方式でいろい

ろなものを貼って周知するということがあ

りました。例えば、もーびーは町の中をぐ

るぐる回っておりますので、それに申込先

をマグネットで貼り付けてはどうかと思っ

ています。 

 また、主要な公共施設に少し大きめのポ

スターを掲示すると。 

 あるいは、去年の４月１０日か１１日に

初めて運行しましたので、その日をもーび

ーの日にして、その日だけは無料として、

体験してくださいということで町民の皆さ

んにＰＲをすると。 

 それから、高齢化率の高い公営住宅のお

年寄り、この人たちは非常に利用する可能

性の高い年代層ですので、そういったとこ

ろで個別に宣伝をすると。 

 もう一つ、先ほど、ごみ収集車に大きな

マグネットを貼ると言いましたが、名刺サ

イズで申込先などを書いたものをつくって、

いろいろな公共施設に置くとか、お年寄り

の集まる会合でそれらを配布する、それか

ら、町も１９回説明会をしたということで

すけれども、毎月やっている老人クラブに

出かけて出前宣伝するとか、私なりに周知

方法を考えてみましたが、こういった中か

ら町で取り入れてみたいということがあれ

ば、お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） 今いた

だいた御意見は非常に参考になりますし、

その中でもポスターなどはすぐにでもでき

ると思いますので、できることはやってい

きたいと考えております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 先ほど言ったよ

うに、私もいろいろな機会を通じて、もー

びーのことをお話しするようにしているの

ですけれども、町民の皆さんに十分浸透し

ていないという状況にあるかと思います。

私の提案したことが全ていいということで

はありませんけれども、可能なものからぜ

ひ積極的に検討いただいて、いわゆる宣伝

をしていただきたいと思います。 

 次に、町は１０月に路線バスとの共通回

数券の発売と、路線バスの運休する日曜日

の運行拡大ということでサービスを拡充さ

れて、これも町民の皆さんから大変喜ばれ

ています。 

 さらにサービスを拡充するために、利用

者アンケート、利用の目的であるとか、も

ーびーを頼んで待ち時間がどうなったのか

とか、料金、運行時間、利用回数、これは

ちょっと運転手の方が大変ですけれども、

改善してほしいというものを乗車したお客

様に渡して、次に乗るときまでに記入した

ものを回収するということで必要な改善を

することも考えられます。 

 こういったアンケートは、運転手さんも

大変かと思うのですけれども、利用者側か

ら見てどんな問題点があるのかということ

を知ることも改善につながると思いますが、

運行している会社と協議しながらこのよう

なアンケートの方法はいかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） 今いた

だきましたアンケートについてですが、昨

年９月に実施をしております。 
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 実施の内容としましては、利用者に乗車

している間に御記入いただくという方法を

取っておりまして、その結果によりますと

利用者の大体８７％が７０歳代以上という

経過になっております。また、女性の利用

が９割となっておりまして、利用回数とし

ましては、週に一、二回、月に一、二回と

いう方が多い状況でございました。 

 そのほかに利用の目的としましては、通

院、買物が圧倒的に多い状況でございまし

て、乗車料金につきましては、安いという

のが４３％、普通が４７％でございまして、

高いという回答はございませんでした。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） そういうことを

していたのですね。承知していませんでし

た。 

 私が求めているようなことを町でもある

程度やっているということです。先ほど、

そのアンケートの中に待ち時間という問う

ことを言いましたけれども、何人かの方か

ら待つ時間が結構ありましたという意見が

ありました。待たされたということです。

乗車が１.２人でしたらあまり待ち時間はな

いのかなと思っていたのですけれども、そ

の方からは、来るまでに間があって、冬の

時期ですので寒かったという話がありまし

た。そういった苦情的なことや要望的な声

が、アンケートだけではなくて、町のほう

に寄せられていれば、御紹介いただきたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） 先ほど

のアンケートの中で紹介せずに申し訳なか

ったのですが、到着時間についても項目が

ございまして、その時点では、早い、普通

と回答した方が多かった状況です。 

 ただ、その後、乗者数が増えております

ので、議員御指摘のとおり、もしかしたら

お待たせしている状況が発生しているのか

もしれません。 

 多くはありませんが、待ち時間が長いと

いう声は、数件、お電話等でいただいてお

ります。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 私は２人ほどの

高齢者からの話だったので、全体がどうな

のかは分かりません。アンケートを実施し

た時期が９月ということで、利用率がそれ

以降ずっと高まってきたということですか

ら、利用者の判断がどうなのか分かりませ

んけれども、いずれにしても、利用されて

いる方のいろいろな要望や意見を定期的に

しっかり把握した中で改善をしてほしいと

思います。 

 この乗合率を高めるためには、仲のよい

町民というか、高齢者の方ができるだけ誘

い合って一緒に利用するというのが、一番

宣伝効果があるのではないかと私は思いま

す。 

 例えば、平均して１.２人ですから、三、

四人で誘い合って、私がＡさん、Ｂさん、

Ｃさんに声をかけて行きましょうという感

じで誘い合って乗車した場合に、簡単な名

刺サイズのスタンプカード、ポイントカー

ドをつくって、運転手の人に乗ったときに

判を押していただくと。そして、一定回数

以上のポイントを集めた町民には、例えば

１回分、１５０円の回数券を配付する。声

かけしてグループでたくさん利用すれば特

典があるというのは、高齢者にとってはと

ても魅力的な方法ではないかと思いますが、

そのような検討についてはいかがでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 議員から

たくさんの御提案をいただいてございます

が、それぞれ有効な御提案だと受け止めて

ございます。 

 乗合率の向上ということで、乗合率を高

めるということもございますが、そもそも
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乗っていただく方を増やさなければ乗合率

の向上も図れません。 

 そういった意味も含めまして、先ほどか

ら御提案がございますが、様々な周知方法

につきましては、しっかりと取り組んでい

きたいと考えてございます。 

 また、先ほど議員からもございましたが、

我々行政からの発信にかかわらず、他の関

係機関・団体からも積極的にもーびー活用

の周知の御協力をいただいているというこ

とは、我々としても非常にありがたく感じ

てございます。 

 その中で、今ございました口コミによる

利用者の増は、我々もこのことは非常に大

切な部分かと思っております。我々行政か

ら、また、それぞれの団体の方から御周知

いただくということもございますが、利用

された方、または、興味のある方がそのよ

さについて直接お話しいただいて利用者を

増やしていくということもあろうかと思い

ます。 

 特に、高齢者の場合、様々なことでいろ

いろなところに出向くという手段としての

活用も期待されているところでございます。 

 ただいまポイント制のお話もいただきま

した。そういったことも含めまして、高齢

者支援、福祉政策とのマッチングもしっか

り考えながら、いただいた御提案につきま

して研究、検討を続けていきたいと考えて

ございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 部長が今説明さ

れたように、同じ顔ぶれが利用するという

だけではなくて、利用してくれる町民を新

たに獲得していくというか。その意味で、

先ほど言ったように仲のいい高齢者のお友

達同士に声かけをすると非常に積極的な利

用者になってくれるのではないかと思って

いますので、今後、ぜひそういった観点か

らいろいろな検討をしていっていただきた

いと思います。 

 次に、現状の収支状況につきましては、

運行経費が約６５０万円に対して運賃収入

１１０万円ということで、収入率が約１７％

という見込みで、決していい状況ではない

と思います。 

 現状では、バスの乗車というのは、こう

いう費用対効果を考えるとなかなか難しい

と思います。例えば、利用が上向いてきて、

さらに１台増車するという判断をするには、

１日平均のその乗車人数がどの程度まで高

まって、いわゆる費用に対する運賃収入が

どの程度まで確保できれば、町として増車

の検討ができるのか、町長のほうで増車に

対する現状の考え方がもしあればお聞かせ

いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 収支の関

係でございます。 

 まず、公共交通計画の中では、約６００

万円のコストに対しまして収入率を２５０

万円、４４％ぐらいの収入割合として見込

んでございました。 

 この計画を策定するに当たっての１日平

均は約３０名程度の乗車ということで計画

を整えているところでございます。 

 そのことから言いますと、仮に公共交通

全体の中でいけば、その収入割合は３割を

目指そうということで全体の計画で定めて

ございまして、それに見合ったコストの計

算になってこようかと思います。現在、収

入が１００万円でございますので、１日の

乗車の数につきましては、マックスで２７

名ということで３０名に近いときもありま

すが、そう考えたときには、まだまだ乗車

の数を増やすということもありますし、収

入的には、およそ倍ぐらいの収入割合があ

れば計画値を満たしますので、そういった

コスト計算が成り立てば、２台目というこ

とも考えられるのではないかと思います。 

 ざっくりとした計算でございますけれど

も、今はそのような状況でございます。 
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○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 現状の収支の状

況を見れば、計画値を下回っているので、

なかなか難しいと思います。先ほどの繰り

返しになりますけれども、まずは、もーび

ーのＰＲをしっかりしていきながら浸透さ

せて、１日当たりの乗車利用者を増やして

いく中で、町の計画にある程度近づいてき

ましたら、ぜひその時点で増車をして、さ

らなる高齢者のための、町民のための足の

確保ということで、取り組んでいただきた

いと思います。 

 乗合率の関係で、定期的に利用している

人がどの程度いるのかは分かりませんけれ

ども、これから少しずつ定期的に利用する

方が増えてきた場合、回数券より割安な定

期券みたいなことも視野に入れながら、今

後の利用状況見て検討していったらどうか

と思います。その辺も検討の一つの中にぜ

ひ加えていただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） 今お話

のありました定期券についても、今後、導

入可能かどうかも含めて検討してまいりた

いと思います。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 次に、もう一つ

の課題である運転手の確保ですが、今、全

国的に運転士不足が業界の課題だとよく報

道されています。 

 町も、これらの対策として、二種免許の

取得費用の一部支援を行っておりますが、

これによって運転手の確保をされたという

実績があれば、現状でお答えいただきたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） 令和４

年度から二種免許取得の補助金を開始いた

しまして、今年度は、バスの運転手につい

て１名申請をいただいております。 

 また、タクシーの運転手についても、今、

相談を受けているところでして、来年度

早々にでもこの補助金を利用したいという

ことで相談をいただいております。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 今回の一般質問

の中で、ほかの議員から自衛隊退官者の雇

用対策について質問がありましたが、自衛

隊の退官者が町内タクシーとかバス運転手

として採用された実態を承知していました

ら、お知らせいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） 具体的

な人数は把握しておりませんが、実際にい

らっしゃいます。 

 また、昨年度も自衛隊地域援護センター

の職員の皆様に、今後、公共交通の運転手

確保のために御協力をお願いしますという

ことで、相談させていただいたところでご

ざいます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） また、これは町

長に説明してもなかなか難しいことなので

すけれども、二種免許というのは、ほかの

運転免許、例えば、私が持っている普通免

許とか自動二輪を持っていたら、免許証と

して一体なのです。そのことによって何が

起きるかといったら、仮に、運転手が仕事

中に事故で免許停止とか免許取消になった

場合、持っている全ての免許が使えなくな

ってしまうということで、生活そのものが

困窮してしまうという問題が自動車免許に

関してはあるのです。 

 ほかの免許を調べてみると、例えば、飛

行機とか船舶などは、同じように業務上で

事故を起こしたとしても、そのことによっ

て自動車免許が取り消されることはないの

です。鉄道もそうです。同じように運転や
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操縦できる免許で、ふだん、一般的に使え

ないようなものは、業務上での責任を問わ

れたとしても日常生活で困ることはないの

です。 

 これを平野町長に訴えてもどうにもなり

ませんが、運転免許について言えば、やや

酷かなという感じもいたします。 

 これは、法律的に改善する必要性はある

と思いますが、何かきっかけ等があれば、

国会議員の皆さんにそういう問題を田舎の

議員が訴えていたよとお話しいただいて、

今後ともいろいろな形で交通事業者と連携

しながら、引き続き、運転手の人材確保に

一層努力されることを期待しまして、この

質問を終わりたいと思います。 

 次に、障がい者雇用についてです。 

 現在、ハローワークと協議しながら募集

をしているということですが、現在までの

問合せ状況や見通しについて分かれば、お

知らせいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務課長。 

○総務課長（斉藤浩司君） 現在、１月末

にハローワークを通じて正式な募集したと

ころでございます。昨年、一般質問があっ

て以降、順次個別に相談させていただいて

おりまして、募集に向けていろいろな町側

の整備を含めて募集しているところであり

まして、１か月弱たった時点で、興味を持

たれている方が６名、そのうち３名ほどが

先々週に職場の見学に来ていただいており

ます。 

 これは、施設の整備面ですとか、あと職

場環境を見学していただいております。 

 また、今週から来週にかけてインターン

シップもしてみたいということで２名ほど

が来る予定となっております。 

 ４月 1日の採用に向けて、３月１７日まで

募集して、面接の上、採用していきたいと

思いますが、その募集の前の段階で、今、

興味を持たれている方と御相談しながら進

めているところでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 具体的に職場見

学に３人が来たり、インターンシップも予

定されているということで、採用に至るか

どうかは今後の問題ですけれども、そうい

う問合せがあるということだけでも、ちょ

っとほっといたしました。 

 町は、障がい者の特性や能力を考慮して

勤務時間など柔軟に設定しながら雇用を図

ろうということは十分理解できます。 

 現在、正規職員が２名で会計任用職員が

４名の合わせて６名ですけれども、全国的

な状況を私はよく承知しておりませんが、

６名に対して正規職員の割合が低いのでは

ないかという認識を持っております。例え

ば、募集する際に当たって、正規職員で採

用しますよという募集の仕方をした場合に、

応募者は増えたりしないのかどうか、その

辺はどのような考え方をお持ちでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務課長。 

○総務課長（斉藤浩司君） 現在、正規職

員につきましては、高卒、大卒を含めて町

村会に採用試験をお願いして採用している

ところでございます。 

 現在、町単独で障がい者に限定した正規

職員の採用については考えておりません。 

 今回、フルタイム、パートに限らず、初

めて障がい者に限定した会計年度任用職員

の雇用に取り組んだところです。これは、

ほかの市町村でも実際に取り組んでいる例

を踏まえて、ハローワークの指導の下に進

めておりますが、現時点で正規職員までは

考えていない状況です。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 当然、正規職員

は競争で町村会試験が基本だというのは十

分分かりますが、例えば、社会人枠と同じ

ような形で障がい者雇用をすると町長が判

断した場合に、それも可能ではないかと思
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いますが、町長、その辺はどうなのでしょ

うか。 

 あくまでも町村会の一般の試験採用でな

いと正規職員は採用できないということな

のか、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 副町長。 

○副町長（髙崎利明君） ただいまの上杉

議員からの御質問は、町単独で社会人枠と

同じように障がい者枠で採用の考えはとい

うことでございます。先ほど総務課長から

も答弁させてもらったとおり、本町におき

ましては、一般事務職員につきましては、

オホーツク町村会の統一１次試験の中で、

その中には障がい者の方の特定枠はありま

せんけれども、受験者の中には障がい者の

方もいらっしゃいます。その方々も美幌町

の２次試験を受けていただければ、選考し

た中で採用することは可能ですけれども、

社会人枠という形の一般事務職についての

採用は現段階では考えておりません。 

 町村会の一般事務職だけは統一でやって

おりまして、専門職という形になれば実施

はしているのですけれども、専門職の中で

障がい者の方が資格を持っていらっしゃれ

ば可能だと思っておりますが、今のところ、

障がい者枠ということは考えておりません。

特性に応じた事務補助という形で募集をか

けさせていただいて、今後の採用状況を見

ながら、障がい者枠につきましては検討し

ていきたいと考えております。 

 御理解いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 社会人枠の場合

は、そういう専門職としての民間での経験

とかを行政に生かしたいということから一

般的に自治体で取っているわけですから、

障がい者を積極的に雇用するためにそうい

う枠を設けることは現状ではできないとい

う考え方は分かりました。 

 ただ、私は、正規職員と会計年度任用職

員の比率がせめてフィフティー・フィフテ

ィーになるぐらい、そのようなことを視野

に置きながら、今後、町でも検討してほし

いと思います。 

 美幌町の場合は、現在、６名の方が全て

身体障がいということでした。全国の公的

機関の障がい種別の調査を見ると、身体障

がいの方は８１.７％、知的障がいが４％、

精神障がいが１４.３％ということで、全国

的に見ても身体障がい者を中心にした雇用

になっているという実態は分かります。美

幌町には今のところはいないわけですけれ

ども、町の障がい者活躍推進計画の中にそ

ういう表現は具体的に入っておりませんが、

例えば、精神障がい者や知的障がい者から

応募があった場合に、これらの障がい者の

特性や能力に応じて採用し仕事に従事させ

るという基本的な考え方は、活躍推進計画

の中に入っていると受け止めてよろしいの

でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務課長。 

○総務課長（斉藤浩司君） ただいまの議

員の御質問のとおり、障がい者の活躍推進

計画については、障がい者の雇用というこ

とで、精神障がいや知的障がいの方につい

ても同様に採用していきまして、差をつけ

ることは全く考えておりません。 

 また、現在、興味を持たれて来られてい

る方の中には身体障がいではない方もいら

っしゃいますので、町としては採用につい

ては均等に考えております。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） それを聞いて、

そういう趣旨なのだろうと思いまして、た

またま身体障がい者しかいないという実態

だったということで受け止めたいと思いま

す。 

 障がい者職業生活相談員というのは総務

課の中にいらっしゃると思うのですが、ど

なたがこの相談員を担当されているのかと

いうことと、相談員の方の必要な講習など

が定期的にどのように実行されているのか、
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その辺についてお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 総務課長。 

○総務課長（斉藤浩司君） 現在、障がい

者の生活相談員につきましては、総務課の

私と担当主査の２名が資格を持っておりま

す。 

 私は昨年の４月に参りましたが、それま

では主査が１名だったということで、年に

一度、相談員の資格講習が受けられますの

で、私が昨年の秋に取得しております。 

 生活相談員を含めて、相談員の資格の講

習を受けた中で、相談員が中心となって、

今後、採用後も障がい者の方が職場に定着

できるようにあらゆる面での支援を行って

いくというのが支援員でございますので、

採用後も定着ができるように努力していき

たいと考えております。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 当該障がい者へ

のアンケート調査がなされたということで、

私も計画書を見ましたが、この中に、勤務

する上での障がいへの配慮、障がいの特性

に合った業務分担、業務指示などの項目で

は、満足が３３％、やや満足が１７％で合

わせて５０％、どちらでもないが５０％と

いうことで、満足度が少し低い状況にある

のかなと私も思いました。 

 町としては、アンケート結果に基づいて、

満足度を高めるために今までどのような対

応をしてきたのか、何かあればお聞かせく

ださい。 

○議長（大原 昇君） 総務課長。 

○総務課長（斉藤浩司君） 現在いる６名

の方のアンケート調査結果ですが、経過等

は残っておりませんけれども、いろいろな

面で個別に相談を受けています。障がい者

の方が違う環境で勤めるということはちょ

っとハードルが高いということで、あまり

職場環境を変えることを望まない方が結構

いらっしゃいます。ただ、今の部署が難し

くなっているような案件とかがあれば、基

本的には長く勤めていただくように相談に

乗りながら、順次、異動を含めて考えてい

くというのがこの推進計画でございますの

で、そういった対応をしてまいりたいと考

えております。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 実際に採用して、

ある部署に入って仕事していく中で、例え

ば、本人が異動することを理解してくれる、

協力してくれるということであれば、そう

いったことは尊重しながら、行政で必要な

配置換えなどがあると受け止めたいと思い

ます。 

 いずれにしましても、障がいという言葉

で一くくりにするのではなく、人によって

特性は違ってまいりますので、障がい者の

考え方に十分配慮しながら対応していただ

きたいと思います。 

 最後に、雇用率の数値目標は令和６年６

月１日で２.６％ですが、今の時点では、問

合せがあった方を何人採用するか分かりま

せんけれども、来年の６月１日までには２

名採用しないとこの率を達成できません。 

 特に、公的機関というのは、民間企業よ

り率先して雇用率を達成してほしいという

国の強い要請や責務があると思いますので、

一日も早くこの率が達成できるよう取組を

期待して、質問を終わりたいと思います。 

○議長（大原 昇君） これで、１１番上

杉晃央さんの一般質問を終わります。 

 暫時休憩をします。 

 再開は、１３時といたします。 

午前１１時５５分 休憩 

─────────────────── 

午後 １時００分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 一般質問を行います。 

 通告順により発言を許します。 

 ３番大江道男さん。 

○３番（大江道男君）〔登壇〕 私は、通
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告しております１点、少子化対策・子育て

支援の充実について、４項目質問をいたし

ます。 

 最初に、美幌町の出生数の現状と将来推

計について伺います。 

 昨年の美幌町の出生数は６９人というこ

とで、９年間で半減しており、２０１８年

の社人研推計値８８人を大きく下回ってい

ると考えられます。 

 平野町長は２期目への立候補を既に表明

されておりますが、まず、美幌町の少子化

の進行状況に対する御認識をお伺いいたし

ます。 

 ２項目は、隠れ教育費負担の軽減につい

て、２点質問いたします。 

 一つは、学校給食費無償化拡大について

です。 

 コロナ禍で進行する生活苦を背景に、全

国各地で学校給食費の無償化や一部助成が

行われており、美幌町でも第３子以降の無

償化を第１子、第２子にも拡大をとの声が

広がっています。 

 給食費負担の軽減を求める声は、以前に

実施した町アンケートで、子育て支援への

要望のトップに位置づくものでございまし

て、憲法第２６条義務教育の無償の面から

も早急に応えるべきと考えます。 

 国や道への費用負担を求めつつ、当面、

第１子、第２子へのせめて給食費半額助成

実施に踏み込むべきと考えますが、いかが

でしょうか。 

 ２点目は、入学祝金支給についてでござ

います。 

 コロナ禍の中で、隠れ教育費の負担軽減

をの声が一段と強まっています。当面、新

入学児の祝金制度を創設して新１年生に支

給すべきと考えますが、いかがですか。 

 ３点目は、子供の国民健康保険税課税中

止をということです。 

 子育て支援に逆行する子供への国民健康

保険税均等割課税は早急に廃止すべきと考

えますが、いかがでしょうか。 

 ４点目は、子ども医療費無償化をという

ことです。 

 美幌町の子ども医療費助成制度は、北海

道の乳幼児医療助成制度の基準に準拠する

もので、道基準の拡大を求めつつ、子育て

支援のために、１８歳までの子供の医療費

完全無償化を図るべきと考えますが、いか

がでしょうか。 

 以上、第１回目の質問といたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 大江議員

の御質問に答弁いたします。 

 少子化対策・子育て支援の充実について

です。 

 １点目の美幌町の少子化の進行状況に対

する認識への御質問でございますが、過去

１０年間における美幌町の出生数は、平成

２５年の１５６名から年々減少し、平成３

０年には９１名、令和４年にはコロナ禍の

影響もあり６９名と少子化が進行している

状況にあります。 

 少子化の要因としては、若い世代の経済

状況や雇用環境の悪化、社会生活のニーズ

の多様化により子供を持たない夫婦等の増

加や若い世代の都市部への人口流出が主な

原因であると思っております。 

 少子化は、社会構造の変化や社会保障負

担増等、様々な影響が考えられますが、今

のところ多子化に急転する状況にはないこ

とから、これからの国の動向や出生動向を

しっかりと受け止めながら、安心して子供

を産み育てられる環境づくりを進めていく

ことが重要だと認識しております。 

 ２点目の学校給食費の無償化拡大につい

てでありますが、子育て世帯の経済的負担

の軽減から無償化は有効な支援策であると

考えておりますが、財政負担の面からも、

これまで第３子以降の世帯に対して給食費

の無償化を実施しているところであります。 

 無償化については、これまで御説明させ

ていただいているとおり、本来、義務教育

の公費負担の原則から、国がしっかりと費
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用負担の責任を果たすべきと考えておりま

す。 

 御質問の第１子、第２子への給食費半額

助成については、御承知のとおり多額の財

政負担を伴うことから、全体の子育て支援

施策の状況を踏まえて慎重な判断が必要で

あると考えております。 

 一方、昨年から続く食材の価格高騰の状

況から給食費を値上げしなければならない

厳しい状況にありますが、これまでの経済

情勢を考慮し、子育て世代への負担となら

ないよう、今後、何らかの支援策を講ずる

必要があると認識しておりますので、御理

解をお願いいたします。 

 次に、入学祝金の支給についてでありま

すが、隠れ教育費と言われておりますスキ

ー用品や副教材などの美幌町における私費

負担の現状につきましては、小学校では、

６年間で約５０万円、中学校では３年間で

４０万円前後となっている状況であります。 

 新入学児への祝金制度については、現在

のコロナ禍による影響や様々な生活費の負

担増もあるため、私費負担軽減という声も

あるものと思われますが、経済的理由によ

って就学が困難な児童生徒の保護者に対し

ては、就学援助費制度により私費負担の軽

減を図っているとともに、私費負担の公費

負担については、義務教育無償の原則と照

らし合わせると、本来、国が負担すべきも

のと考えているため、町からの祝金支給は

考えておりませんが、国からの支援につい

てしっかり訴えてまいりますので、御理解

をお願いいたします。 

 ３点目の子供への国民健康保険税均等割

課税の廃止についての御質問でありますが、

現在、地方税法において、国民健康保険税

を構成する標準基礎課税総額には、全被保

険者分の均等割総額を課税することが必須

とされており、廃止するには国による法律

の改正が必要不可欠となります。 

 その中で、国民健康保険税における課税

の在り方については、これまでも国に対し

て全国知事会などが様々な要望や提言を行

っているところであり、本町といたしまし

ても、子育て支援の観点から、子育て世帯

の負担軽減を図るための制度を充実するこ

とは重要と認識しております。 

 しかしながら、その制度の充実には、個

別の市町村が財源の問題を抱えながら独自

に制度化するのではなく、医療保険全体の

在り方を検討する中で、社会保障全体の改

革を国の責任において取り組むべきと考え

ております。 

 このことから、引き続き国の動向を注視

するとともに、関係団体を通じて積極的に

国に要望してまいりますので、御理解をお

願いいたします。 

 ４点目の１８歳までの子供の医療費完全

無償化についての御質問でありますが、北

海道内の市町村において、独自の拡大事業

として、１８歳までの医療費の無償化に取

り組んでいることは認識しております。 

 １８歳までの子供の医療費を完全無償化

にすることは、子育て世帯の負担軽減が図

られることから、子育て支援策の一つとし

て有効な施策と考えておりますが、妊娠・

出産・産後ケア、保育、育児、教育といっ

た包括的な体制や支援が必要と考えており

ます。 

 今後も、国の動向を注視しながら、施策

の優先順位を見極め、子育て支援の充実に

ついて総合的にしっかりと支援してまいり

たいと考えておりますので、御理解をお願

いいたします。 

 以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さん。 

○３番（大江道男君） 美幌町の出生数の

現状と将来推計についてから再質問をいた

します。 

 昨年の美幌町で生まれた赤ちゃんの数が

６９名ということで、私も大変ショックを

受けております。これまでの美幌町の出生

率については、国や道よりも高いというこ
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とで、計画の中でも示されていたわけです

が、これを大きく下回ってきているなと思

って、改めて、遡って見てみようと思いま

した。 

 実は、日本の人口減少は既に４０年ほど

前から指摘されておりましたので、１０年

のスパンで遡って見てみました。 

 ４０年前というと昭和５８年ですが、人

口が２万７,１２４人、当時の赤ちゃんの数

は４１６名いう数字でした。 

 それから１０年、１０年、１０年と遡っ

て見ましたら、一つの特徴が出ています。

赤ちゃんの数は、昭和５８年を取りあえず

スタートにして、この４０年間でどれだけ

減っているかと見ますと、４１６分の６９

ですから１６.６％です。当時の１６.６％

ですから、６分の１です。 

 人口はどうかと見ますと２万７,１２４分

の１万８,１７１ですから６６.９％、４０

年前の６分の４、人口は６分の４でとどま

っているが、赤ちゃんの数は６分の１に減

っているということです。 

 取りあえず、赤ちゃんの数を１０年ごと

に見てみますと、昭和４５年対３年後の昭

和５８年では３０.７％減ったということで

す。 

 平成５年から平成１５年の１０年間で 

３４.３％減って、さらに１０年間を見ます

と４４.２％減ったということです。 

 それで、先ほど申し上げましたように、

赤ちゃんは６分の１に減っているという大

変ショッキングな状況です。 

 私としては、美幌町の人口がどんどん減

っている、これは大変だと見ていますけれ

ども、それに先行して、赤ちゃんがどんど

ん減っているので、見方を変えないと大変

なことになってしまうと思いました。 

 そこで、これは裸の数で流れを見てみた

のですけれども、出生率という点で見れば

どうかということでお聞きしたいと思いま

す。まち・ひと・しごと創生総合戦略の中

では、ちょうど４０年前に美幌町の合計特

殊出生率は１.９７％ということで、全道・

全国平均をはるかに上回っておりました。

しかし、先ほど申し上げましたように、実

数がどんどん減っているということで、ど

のようになっているのか。私はその数字を

持ち合わせていませんので、美幌町の現在

の合計特殊出生率がどうなっているのか、

遡ることができるとすれば、ぜひ遡ってい

ただきたいのですが、取りあえず、現在は

どういう状況になっているか、担当からお

聞きしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

 まず、直近の美幌町の合計特殊出生率で

ございますが、令和３年度が１.２８％でご

ざいます。 

 令和３年度の全道が１.２０％、全国が

１.３０％ですので、令和３年度は全国と全

道の間にいるのではないかと思います。 

 ちなみに、過去４年の美幌町の合計特殊

出生率ですが、令和２年が１.２３％、平成

３１年、令和元年が１.４１％、平成３０年

が１.２０％、参考までに、令和４年は６９

名ということですので、現在、私どもで把

握している美幌町の令和４年の合計特殊出

生率は１.１％です。 

 以上でございます。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さん。 

○３番（大江道男君） 令和４年は１.１％

で、もう少しで１を割り込んでしまうとい

うことです。 

 これは、世界というか、比較的先進的な

国の中で言えば、韓国のような状況なのだ

と思っています。 

 韓国は１を相当割り込んでいますが、そ

れにしても、全国、全道と比較して、はる

かに高い出生率だったのが、昨年１年間で

見ると、もう１.１％まで下がってしまうと

いうことです。 

 こういう指標もあるようです。それぞれ

の国で何とか人口を維持するための出生率
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と見たときに、専門の人は１.５％が限界出

生率と出している感じです。 

 そういう意味で、町のリーダーとして、

２期目の立候補を表明されている町長がこ

れをどう捉えているかということを併せて

お聞きしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回、令和４年の

出生数が６９名ということで、最初に大江

議員がおっしゃったとおり、私もショック

は受けております。かなり下がってきてい

るということは毎回聞いていたので、うわ

っということではないのですけれども、今

までの考えでは、大体１００人を切るのは

令和５年度ぐらいという思いでいたのです。

ところが、この何年かで１００人を切って

きたということに対しては、非常に驚きが

あり、当然、これからの町の計画に大きく

影響するのではないかと思っております。 

 そこで、答弁書にも書いたのですが、今、

どのように認識して、今後どう考えていく

かについては、人口減少に対する対応は時

間がかかるということをまず認識しなけれ

ばいけないと思うのです。 

 どういうことかというと、子供を産み育

てる親世代の人数はもう決まっているので、

今後、その人たちがどのように動いていく

かということをしっかり見ることを考えれ

ば、時間はかかるのだけれども、早急に、

かつ長期的に根気強くやらなければいけな

いという思いであります。 

 そう考えると、答弁書に書きましたけれ

ども、安心して子供を産み育てられる環境

のために行えることはこれから何でもやっ

ていかなければいけなくなったなという認

識は持っております。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さん。 

○３番（大江道男君） 我が町も、なりふ

り構わずにやらざるを得ないという状況に

置かれたなと思います。 

 以前の質問でも申し上げたのですが、こ

れは結婚という範囲の中で家庭をつくり、

子供を産み育てるという日本古来の考え方

で、従来で言う健全な考え方だと思います。

結婚することによって子供を産み育てると

いうことです。この点で、国立社会保障・

人口問題研究所がずっと調査をしてくれて

おりまして、２０２１年の段階でまとめた

ものが昨年に公表されましたが、夫婦の理

想とする子供の数に対して、実際に何人の

子供を産もうとするかという点での乖離が

依然としてあるということです。しかも、

１９７７年をベースにしてこの調査が始ま

っているようですが、理想とする子供の数

は当時の２.６１人に対して２０２１年は 

２.２５人と０.４人程度下がっています。

そして、予定とする子供の数についても 

２.１７人から２.０１人ということで、こ

の点でも下がっているという状況が改めて

示されております。 

 予定数は５年前と比べて横ばいというこ

とですが、大変厳しい。満５０歳未満の初

婚同士の夫婦への聞き取りということです

が、この点でも大変厳しいと思っています。 

 私は、理想とする子供が産み育てられな

いということの根底に、この日本は世界と

比べて働いている人たちの賃金が上がらな

い、下がっているということで、生活の土

台がそもそも崩れてきているから、結婚し

て子供を産み育てるということが、実際に

結婚している人の中でも数が減っていくし、

そもそも結婚できないということで、スタ

ート台にも立てない状況があると思ってい

ます。 

 厚生労働省が出した日本の実質賃金です

が、物価などを調整して、１９９６年です

から今から２７年前ぐらいになるのでしょ

うか。これは若い人のものではありません

けれども、４４５万１,０００円が、２６年

後の２０２２年には３８０万９,０００円と

なったという数字を国が出しています。実

に２６年間で６４万２,０００円下がってい

る、ここに最大の原因があるのです。 

 本当は、夢多く、結婚して、いい家庭を
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つくろう、子供を何人持ちたい、しかし、

そうは簡単にいかないという状況がここに

あると思っています。 

 実質賃金が２６年間で１５％下がってし

まうのです。ここにそもそもの原因がある

ということは見ていかなければならないだ

ろうと思います。 

 私はまだ数字を持っていないのですけれ

ども、これは全国の統計です。地方の暮ら

しはもっとひどいと思っています。中小企

業の割合が圧倒的に大きいので、こんな賃

金はもらっていないということです。 

 そこで、我が町でも、結婚ができない、

結婚しても子供を産み育てられないという

状況がもっと深刻にあるということを押さ

えて、なりふり構わずの手だてを打たなけ

ればならないという最初のものにぶつかる

と思うのですが、時間の制約ももちろんあ

りますので、基本の認識としてはいかがで

しょう。 

 あと３０分しかないので、併せてお聞き

したいと思います。 

 日本の場合は、結婚を前提として子供を

つくっていくということで人口問題を論じ

ているのですが、主要国の出生率の推移を

見ていった場合に、フランスやスウェーデ

ンなどでは、結婚して子供を産む人の数よ

り、結婚しない、婚外子で生まれる子供の

数の方が多いうことで人口が維持されてき

ていると思うのです。 

 私は、結婚しないでどんどん子供を産み

育てましょうということを言うつもりはな

いです。しかし、実際に出生率が高い国を

見てみると、婚外子の割合が５割を超えて

いるという状況があります。そして、それ

に基づいて、相続だとか様々な法制度が準

備されているので、何も結婚しなくてもい

いのだという受皿までできてきているので

す。 

 一方、アメリカではそうではなくて、移

民で人口が維持されているのです。 

 日本の場合は、簡単にそうはならないで

す。そこに取組の難しさがあるのです。 

 しかし、そういう大きな範囲の中で、で

はどうするということが問われているので、

あえてこの話を持ち出したのは、結婚しな

いで子育てをすることを奨励しようという

ことを言っているのではないです。ですが、

そういう受皿などについても国を挙げて考

えていかないと、やがて、日本の国土の上

の人口がいなくなってしまうということが

指摘されている段階まで来ている中での少

子化対策を考えざるを得ないのですが、こ

の点も含めて、町長の御認識をいただきた

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 最初の１点目の実

質賃金がという話で、先ほど全国の話をし

ていただきました。 

 そういった中では、今回も答弁させてい

ただいていますけれども、若い世代の経済

状況が大きな要因だと思っております。 

 後段の出生率を上げるためにという話で

あれば、今、御紹介いただいたとおり、韓

国が１％を切っていますし、スウェーデン

やフランスは１.６％以上を超えているとい

うことで、アメリカにおいても１.６％以上

を確保しているというのは、今言っている

ようなスウェーデンであれば、先ほど言っ

た婚外子という話だと思います。 

 その辺はここで触れる話ではないですが、

その率がどうこうよりも、今、美幌におい

ては、先ほど言いましたけれども、これか

ら産んでいただける親世代というのは、デ

ータ的にはっきりしているので、その辺の

若い世代の人たちをしっかり確保するとい

うことをきちんとやっていかなければいけ

ないのかなと思っております。 

 このことは、当然、第２期のまち・ひ

と・しごと創生総合戦略の基本的な姿勢の

中で、結婚、出産、子育て世代、若い世代

の確保をしっかりしなければいけないとい

うことと、その方策とすれば、その地域全

体で安心して子供を産み育てられる環境を
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しっかりつくるということをしなければい

けない。 

 そのために、なりふり構わずとは言わな

いですけれども、やれることはしっかりや

らなければいけないという思いであります。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さん。 

○３番（大江道男君） 共通認識を持ちな

がら議論を進めていきたいと思います。 

 二つ目、子育て中のお母さんたちが望ん

でいるのは、幼稚園、保育所に通っている

お母さんたちの町のアンケートに対するお

答えの中で一番出てきているのは、子育て

に何が必要かというと、学校における教育

費の軽減をということなのです。 

 そこで、表に出てきている教育費だけで

はなくて、隠れ教育費と言われる中の最も

大きなものが学校給食費なのだと私は思っ

ています。 

 その点で申し上げておりますが、最初の

御答弁の中で町長は、子育て世帯の経済的

負担の軽減の面から無償化が有効な支援策

であると考えているけれども、財政負担の

面があるということは出てきております。 

 区も含めて、学校給食費無償化がどうい

う状況になっているかということで、昨日

かおとといの情報も含めて見ますと、東京

２３区では、９区で第１子の給食費無償化

を実施する予定ということも含めて出てい

ますので、相当なテンポで変化しているな

という感じがいたします。 

 いずれにしても、ここは財政力が相当い

いのだなと思いますが、この点では手が打

たれてきていると思います。 

 美幌町は、無償化を実施しているという

統計の中には入ってきておりますが、第３

子以降という無償化です。第１子、第２子

をお持ちの御家庭から、第３子だけではバ

ランスが取れないでしょう、全額と言いた

いところだけれど、せめて半額は助成して

くださいというのは大変切実な声だと思っ

ています。 

 私も、憲法の理念から言えば、当然、国

がというのは全くの同意見ですが、当面そ

うなっていない状況の中で、しかし避けら

れないのではないかと思います。 

 改めて、第１子、第２子への給食費の助

成という点について決断せざるを得ないの

ではないかと思うのですが、町長、いかが

でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） あまり強調してい

るわけではないのですけれども、やはり大

江議員と同じように、給食費は国がという

思いは強く持っております。されど、現実

的に育てている側としては、経済的に困っ

ているというなら何かしなければいけない

というのは、ずっと思ってきております。 

 その中で何が問題かというと、やはりそ

の財源の話です。この頃、東京において無

料化などと言っていますが、それは財源が

あるからです。ふるさと納税でもう何十億

円も入ってきたら、好きなことをやれます。 

 私は、そういう意味では、今、うちのス

タッフなり地元の皆さんが自主財源をとい

うことで、ふるさと納税に本当に力を入れ

て頑張ってくれています。その努力のおか

げで、少し先が見えてきたと思います。今

のコロナ禍において大変な子育てをしてい

ただいている保護者の方々に何か支援をし

なければいけないという思いは持っており

ます。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さん。 

○３番（大江道男君） 例えば、私が首長

になったとして、どうするのだと言われた

ときに、同じような答弁をせざるを得ない

のかなと思います。何とかふるさと納税に

活路を見いだしていきたいということです

が、私自身、ふるさと納税は最悪の税制度

だと思います。相当の金持ちに大変有利な

制度でありまして、通常の農村地帯では逆

立ちをしても全然追いつかない。こんな制

度を野放しにはできないだろうと思います

が、現実にある以上は活用しなければなら

ないという思いはよく分かります。 
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 何かいい方法はないか、いい知恵がない

かという点では、これからも考えていかな

ければならないと思いますが、無償化をや

っているところの状況を見ますと、財政的

に大変厳しいのだけれども、過疎・少子化

がこれ以上進んだらもたないということで

踏み切っているまちも相当数あります。 

 そういう点では、財政力的には大変厳し

いけれども、踏み込むときには踏み込まざ

るを得ないテーマではないかと思います。 

 その点を申し上げて、いずれも少子化対

策や子育て支援の一環で質問しております

ので、次の項目に入りたいと思います。 

 入学祝金の支給をということです。これ

は、町民の中から実際に出ている話で、そ

れもそうだなと思います。 

 就学援助制度の中では準備金ということ

であるのですが、所得が低い方々に開かれ

ていて、それ以上の人たちは準備金は当た

らないということなので、これも考えざる

を得ないということで提起いたしました。 

 インターネットでいろいろ探しましたが、

ある県では、入学祝金を全ての市町村でや

っているようです。しかし、種を明かしま

すと、大部分は第３子以降ということだと

か、金額は大した金額ではないということ

です。 

 ただ、そういうことで子育ての応援をす

るという姿勢は見えていると思います。そ

の程度でとは言いませんけれども、それな

りの御判断をされて全県でやっているとい

う点もございます。 

 いろいろな表現があると思いますけれど

も、せっかく義務教育のスタートに当たっ

て、町として、金額は取りあえず置いてお

いても、子育てを応援しているという姿勢

を示すことはできるということで提起する

のですが、いかがでしょうか、再度お聞き

いたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 子育てを応援する

という気持ちは一切変わっていませんとい

うか、応援する気持ちは強く持っています。 

 ただ、何をするかということを考えたと

きに、限られた財源、逆に町民の皆さんが、

こちらを削ってでもいいからこちらを手厚

くしてほしいということであれば、それは

やるべきだと思っていますし、これもこれ

もこれもということではなくて、やるので

あれば、これとこれしかできないけれども、

それでしっかり皆さんを応援するという形

を取っていきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さん。 

○３番（大江道男君） 町長選挙はないか

もしれないので、論戦にはならないかもし

れませんが、ぜひ機会があれば、町民の皆

さんにどうだろういうことで議論を深めて

いく材料の一つにはなるかなと思います。

そういう点では、私もテーマとして議論を

していきたいと思っています。 

 ３点目は、これも従来から取り上げてお

りますが、国民健康保険税の中で均等割と

いう形で課税している現在の均等割課税を、

通告では廃止という表現を取りましたが、

廃止には法改正が必要ということで、答弁

書でたしなめられましたので、訂正いたし

まして、しからば、免除とか減額という意

味も含めた気持ちでありましたので、正確

にいたしたいと思います。 

 これは、国法の実施主体である地方が考

えてやれる中身になっている、免除すると

か減額するというのは、美幌町は税なので、

地方税法の７１７条でやり方について規定

されているいうことで、金額的にはそう大

きな金額にはならないですが、これは執行

権者として踏み切るべきことではないかと

思っています。 

 これは、地方から知事会なども含めて、

均等割についてはやはり検討すべきだとい

う意見は、国に集中している課題でもあり

ます。国がしようがないと言う前に実施し

ていいのではないかという思いがしている

のですが、いかがでしょうか。 

 財政的にはそう多額な費用は生じないけ
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れども、働いて収入を得ることが絶対にで

きない１８歳未満の子供たちに対して頭か

ら課税するということについては、免除す

る、せめて減額する方向に踏み切るべきで

はないかと思うのですが、町長、いかがで

しょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、免除とか減額

という話がありましたが、これに関しては、

皆さんで国にきちんと言うべきであり、変

えていくように言うべきだと思っています。

これに関しては、機会を捉えて国にしっか

り訴えていきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さん。 

○３番（大江道男君） 残り１０分なので、

次の項目に移りたいと思います。 

 子ども医療費の無償化について、再質問

をいたします。 

 これも最初の答弁で町長は、１８歳まで

の子供の医療費を完全無償化することは、

子育て世帯の負担軽減が図られるため、子

育て支援策の一つとして有効という認識を

示されておりまして、否定は全くされてい

ないと思います。 

 この点では、同じ地方自治体の北海道と

よその県との比較をする必要があるなと以

前も申し上げているのですが、そもそも美

幌町の子ども医療費の助成あるいは無償制

度については、北海道は通院で就学前まで、

入院で１２歳未満で、所得制限も一部自己

負担もありであって、この上に立って美幌

町もやっているのです。 

 全国で調べてみますと、府県でも、１８

歳未満の入院も通院も無償化です、所得制

限もありません、自己負担もありませんと

いうところが幾つもあるのです。北海道が

それを実施して、せめて２分の１は市町村

が持ってというのであれば、相当違ってき

ます。 

 まだ現職の知事の公約は見ていませんけ

れど、踏み込まないだろうと思います。 

 そういう点では、今年４月の統一地方選

挙で見るべきテーマはここにもあると思い

ます。 

 関係者は、北海道の行っている子供の医

療費無償化のレベルは全国で最低レベルだ

と言い切っています。北海道よりももっと

悪いところはありますけれども、押しなべ

てそういう状況ですので、ここをしっかり

認識する必要があります。 

 同じ地方自治体です。 

 都道府県における実施状況を見ますと、

美幌町は通院が就学前、それ以上の９歳、

１２歳、１５歳、１８歳というところは 

１９の府県が北海道よりも優れたものを持

っているということで、北海道は１２歳未

満の入院の助成です。２１の府県がそれよ

りも優れていて、所得制限なしは通院で 

１７の府県、入院で１８の府県が所得制限

を取っ払っているという状況です。 

 そういう状況の中で、いずれも財政的に

大変苦しいけれども、踏み切っているとい

うのは、命に関わる課題だからだと思いま

す。 

 私は、この点で農村の人たちの話を聞き

ましたが、農村は農村でこんな言い方をし

ています。一定の所得はあるので対象にな

らないのだけれども病気にはなる、しかし、

制度の恩恵を受けられない、このことをぜ

ひ考えてくれということです。私は、全く

受けられないとは申し上げません。所得制

限のある中で、２分の１は町が負担すると

いうことは、比較的進んでいるけれども、

なかなか口に出せないです。 

 所得がある、なしにかかわらず、子供の

命に関わることなので、ぜひ制度的には所

得制限を撤廃してくれということが切望さ

れています。美幌町の基幹産業を担ってい

る方々の声です。 

 あわせて申し上げますが、一般会計で同

じ地方自治体の北海道と美幌町の財政比較

をずっと以前からしているのですが、１人

当たりで言えば５０万円ぐらいで変わらな

いのです。しかし、人口減少に対して北海
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道がどれだけ真剣に立ち向かっているかと

いったら、非常にお寒い状況です。 

 改めて、今年度のものは政策予算なので、

昨年の当初予算について道と美幌町を比較

してみました。一般会計で１人当たりの金

額は、北海道が６２万５,０００円、美幌町

が６３万５,０００円ですから、ほとんど変

わらないのです。 

 この予算を子育て支援、少子化対策にな

ぜ充てないということを大いに言っていく

必要があると思います。 

 町も負担は拡大するが、何よりも北海道

は、先進的な取組をしている府県並みの制

度に改めるべきだということを、街頭から、

町長自ら町民に訴えていただきたいと思い

ます。 

 この点では、保険医療の団体が国に対し

て、国こそがやるべきことではないかとい

うことを意見として上げているのです。 

 けさの新聞では、沖縄の関係者が、子供

の医療費無償化は国がやるべきだと声を上

げているということです。やはり乏しい懐

からお金を出して欲しいのですが、国や道

に対して、声を大にして主張する段階に入

っていると思うのですけれども、町長、い

かがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今大江議員がおっ

しゃったとおり、国や道に対して、それは

もうしっかりと訴えていきたいと思います。

では、その間どうするということに対して

は、これは馬場議員からも御質問があり、

その時にも御答弁させていただきましたけ

れども、私の今時点の思いとしては、でき

るだけ前向きに考えていきたいという思い

でありますので、御理解をいただきたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） これで、３番大江

道男さんの一般質問を終わります。 

 暫時休憩をします。 

 再開は、１４時１０分といたします。 

午後 １時５９分 休憩 

─────────────────── 

午後 ２時１０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 一般質問を行います。 

 通告順により発言を許します。 

 ６番伊藤伸司さん。 

○６番（伊藤伸司君）〔登壇〕 それでは、

議長より許可をいただきましたので、一般

質問をさせていただきます。 

 私は、地域公共交通計画について、農村

地域における公共交通について質問をさせ

ていただきます。 

 美幌町では、平成２１年３月に美幌町地

域公共交通総合連携計画（平成２１年度～

平成２５年度）を策定し、人口減少や自家

用自動車の普及を見据えた公共交通の在り

方、持続可能な公共交通体系の構築を目標

に実証運行などに取り組み、平成２６年度

から本格運行へと移行してきました。 

 一方、国においては、交通政策基本法を

制定するとともに、地域公共交通の活性化

及び再生に関する法律の一部が改正され、

持続可能な地域公共交通網の形成に資する

ため、地域公共交通計画の策定が努力目標

と規定されたところでございます。 

 このため、こうした法改正の趣旨を十分

に踏まえ、将来を見据えて、まちづくりと

一体となった公共交通網の構築が必要であ

ると考えられております。 

 美幌町では、過去の利用状況等を検証し

たところ、利用状況が低迷し、課題も見受

けられたとしております。 

 検証の結果、美幌町は令和４年１月に、

美幌町地域公共交通計画を新たに策定した

ところであり、昨年４月には市街地区域に

おいてデマンド型バスもーびーの運行を開

始、また、美幌町循環線の路線の見直しを

行い、利便性の向上が図られたと思います。 

 一方、農村地域における公共交通につい

ては、混乗スクールバス、デマンド型乗合

タクシーなどがありますが、運行時間や停
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留所の不便さにより、利用者のニーズに応

えられていないように思われます。 

 今後、自動車運転免許証の返納が増えて

いくと思いますが、農村地域における公共

交通について、町長の今後の考え方をお聞

かせください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 伊藤議員

の御質問に答弁いたします。 

 地域公共交通計画について、農村地域に

おける公共交通についてですが、公共交通

につきましては、令和４年１月に策定した

美幌町地域公共交通計画の基本方針を、将

来に向けて、持続可能な公共交通システム

の構築を目指すと定め、交通事業者や関係

団体と連携協力しながら、地域を問わず全

町的な公共交通の確保に努めているところ

であります。 

 公共交通計画を策定する際に実施したア

ンケートでは、農村地域からの意見として、

新しい公共交通手段の導入や乗車人数の少

ない公共交通の見直し、車両の小型化を求

める意見を多くいただき、効率と利便性を

兼ね備えた公共交通を求める声が多いこと

を改めて認識したところであります。 

 今後におきましては、直面する運転手不

足などの課題やコロナ禍で減少した公共交

通利用者の回復状況を注視しながら、新た

な公共交通の調査研究や既存公共交通の効

率化と改善に努め、農村地域にお住まいの

方の足を確保していかなければならないと

考えておりますので、御理解いただきます

ようお願いいたします。 

 以上、答弁いたしました。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さん。 

○６番（伊藤伸司君） 答弁をいただき、

ありがとうございます。 

 それでは、再質問をさせていただきます。 

 前年度にアンケートを行い、検討したと

いうことですが、近々の利用状況はいかが

なのか、お知らせください。 

○議長（大原 昇君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） 農村地

区には乗合タクシーと混乗スクールバスの

二つございます。まず、乗合タクシーにつ

きましては、こちらはコロナ禍でかなり減

少しておりますけれども、令和３年度、前

年度は、８６８名の利用をいただいており

ます。 

 一方、混乗スクールバスについてでござ

いますが、令和３年度は、こちらもコロナ

禍で減少しておりますが、６２５名の利用

をいただいております。 

 以上でございます。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さん。 

○６番（伊藤伸司君） 実数をありがとう

ございます。 

 コロナ禍で減ったと言いながらも、年間

で８６８名、６２５名が利用されたという

ことでございますが、私が農村地域でお聞

きしたところ、周知が足りないところがあ

ったという気がします。そんなものがあっ

たのかという地域と、ちゃんと混乗バスと

か乗合タクシーを利用されているところも

あるのですけれども、周知不足のところが

あったと思います。 

 乗合タクシーですと、行きは９時から９

時１５分の間に自宅を出発して、９時半頃

に四つの連絡施設、ＪＡびほろ、役場、国

保病院、美幌駅に着き、帰りは１５時頃に

美幌駅、国保病院、役場、ＪＡびほろと回

って自宅に帰るということです。アンケー

トの中にもあったのですけれども、時間が

限られて１日１本ずつしかないということ

と、それから、混乗バスもスクールバスが

通っているところでなければ使えないとい

うこともあって、乗合タクシーを利用する

人も増えているのは確かだと思うのですが、

この運行時間の変更なり、もう１本増やす

ということは考えられないでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） ただい

まの運行時間についてでございますが、ま
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ず、乗合タクシーですが、運行時間を決め

ることで乗合率を高め、５００円という格

安の料金で運行できている背景がございま

す。 

 ただ、帰りの時間につきましては、１４

時がよいという声が多く、もし１４時に変

更しても問題ないということであれば、変

更することは可能でございます。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さん。 

○６番（伊藤伸司君） あと一つあるので

すが、連絡施設の増設も考えていただけな

いのかどうかということです。 

 乗合タクシーなり混乗バスで美幌町の中

に入ってきても、その後、行きたいところ

まで行くときに、循環バスなりもーびーな

りを使って、行かなければならないという

仕組み自体、農村地域の人に欠落というか、

考えがつかない気がします。 

 この間、私が常任委員会の調査でもーび

ーと循環バスを体験試乗したのですが、ど

うも乗り方が分からない、時間をどうやっ

て使ったらいいのか、自家用自動車ばかり

の生活なものですから、自分自身がふだん

使っていないからなのでしょうけれども、

それは農村地域の高齢者の方々にも言える

と思うのです。 

 今まで玄関から玄関まで自家用車で通っ

たものを公共交通に乗るということは、す

ごく勇気の要ることだと思うし、その辺の

状況が変わらなければ乗る人数も増えてい

かない気がするのですけれども、再度、お

聞きしたいのです。 

○議長（大原 昇君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） ただい

まの御質問ですが、連絡施設につきまして

は、現在、町内４か所を運行しております。 

 過去にＪＡの大通支店があったときには、

大通支店でも停車してございました。です

ので、１０か所、２０か所増やすのは厳し

いかもしれないですけれども、例えば、１

か所、ここを増やしてほしいという声が多

いのであれば、１か所程度だと大きくは変

わりませんので、大丈夫かと思います。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さん。 

○６番（伊藤伸司君） 回答いただいて、

ありがとうございます。 

 申し訳ないです。普通料金で言うと農村

地域から５,０００円まではかからないです

けれども、４,０００円ぐらいかかるものを、

片道５００円で乗れるということなので、

すごく利便性があって、格安で乗れるのは

確かです。その辺、次年度に向けてでもよ

ろしいですし、考えていただきたいと思い

ますし、どうしても使いづらいというとこ

ろもありますから、もっともっと周知とア

ンケート等を詳しく行っていただきたいで

す。それから、これは自治会組織もそうで

すけれども、老人クラブの集まりも減少し

ていっている状況の中でアンケートも取り

づらいということです。私が昨年相談して

いただいたことも、今まで混乗バスがあっ

て、乗合タクシーがあって、もともとの福

祉バスという系列と障がい者のタクシーと、

高齢者の人たちはごちゃごちゃになってい

るのです。 

 ですから、誰に頼んだらいいのか、どこ

に聞いたらいいのかということがあります。

それと、町職員を責めるわけではないです

けれども、ある人が窓口に行って、こうい

う乗合タクシーがあるのだけれども、どう

なのだと聞いたら、それはもうなくなりま

すからと。これは聞いた人と教えた人のそ

ごがあったと思うのですけれども、そうい

うことで私のところに相談に来て、どうな

っているのだと私が怒られました。 

 いろいろと交差していて、福祉と生活と

全部がごちゃごちゃになって、受けるほう

も分からなかった部分がありました。そう

いうことも含めて、今後、乗合タクシーを

充実していただきたいと利用者の人たちは

切願していますので、町長、最後にお願い

します。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、農村地区のい
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ろいろなことをお話しいただきました。し

っかり受け止めていきたいと思っておりま

す。 

 今進めている地域公共交通計画について

は、地域を問わず、全町的な公共交通の確

保をしっかりするということであります。

そういう中で、今いただいた乗合タクシー

の充実等も含めて、今後しっかり農村地区

の皆さんにも、一遍に進めることはできな

いですけれども、今より少しでも利便性が

高まるよう、しっかり努力していきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さん。 

○６番（伊藤伸司君） 最後と言いました

けれども、あと一つ言われていたのは、も

ーびーはいつ来るのということです。それ

は、もう少し町で検証してから進んでいく

話だと思いますので、期待していてくださ

いとは言えませんでした。そういうことも

含めて、次の計画で進めていただきたいと

思います。 

 終わります。 

○議長（大原 昇君） これで、６番伊藤

伸司さんの一般質問を終わります。 

 暫時休憩をします。 

 再開は、１４時３５分といたします。 

午後 ２時２６分 休憩 

─────────────────── 

午後 ２時３５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 一般質問を行います。 

 通告順により発言を許します。 

 ４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君）〔登壇〕 さき通告

してあります地域経済の活性化促進につい

て、その中で市街地活性化についてと新規

起業家及び既存企業支援の強化についてで

す。 

 まず、市街地活性化について。 

 新型コロナウイルス感染が国内で初めて

確認されてから３年がたち、ようやく感染

状況も落ち着く様相を見せています。 

 コロナ禍以前より市街地全体に活気が少

ない状態でありましたが、コロナ禍により

さらに追い打ちをかけている状態になって

おり、その影響で閉店、廃業に追い込まれ

ている事業者も見受けられる現状かと思い

ます。 

 特に中心市街地は顕著であり、町も最大

の対策を講じて支援を行ってきております

が、後継者問題もあって厳しい状態だと推

察いたします。 

 公共施設と商業施設の融合は、今後の市

街地活性化に有効な施策の一つとして、中

心市街地におけるにぎわい復活の起爆剤に

なると考えます。 

 美幌町の中心部に町内外の人が気軽に利

用でき、憩いの場となるような空間をつく

ることについて、町長のお考えをお伺いい

たします。 

 もう一つ、新規起業家及び既存企業支援

の強化について。 

 美幌グランドホテルの閉館などに見られ

るように、廃業または経営規模の縮小に直

面している経営者の方が多いのではないか

と思います。 

 営業形態の変化、後継者など、様々な問

題が重なって、今後の経営に不安を感じて

いると考えます。 

 当事者である経営者も改善に努力をされ

ていますが、一企業や一商店では大変厳し

いのが現状と考えます。 

 商店街に関しては、町全体を民泊にする

または空き店舗の利活用として商店街全体

を宿泊可能な施設に変えて町全体をホテル

と位置づけて運営している事例もあります

が、今後における新規起業家や既存企業へ

の支援の在り方についてお伺いいたします。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 高橋議員

の御質問に答弁いたします。 

 地域経済の活性化促進についてですが、



－ 155 － 

まず１点目の市街地活性化についてであり

ますけれども、大規模小売店舗の進出や町

外への消費流出により、中心市街地の空き

店舗の増加による空洞化が進んでいる状況

であることから、にぎわいを取り戻し、活

性化を促進することが課題であると認識し

ております。 

 町といたしましては、商工会議所や連合

商店街と意見交換を行い、商店街を担って

いかれる若者を対象に先進地への視察や先

進地から講師を招いてのセミナーの開催な

どに継続して支援し、これからの事業を通

して商店街において新たなイベントなどの

取組につなげていただき、中心市街地の活

性化に何が必要なのかを導き出していける

よう進めているところであります。 

 公共施設と商業施設の融合につきまして

は、選択肢の一つであると考えております

が、引き続き情勢を見極めながら、本町に

ふさわしい取組を総合的に判断してまいり

ますので、御理解賜りますようお願いいた

します。 

 次に、２点目の新規起業家及び既存企業

支援の強化についてでありますが、本町で

は、起業家支援事業を実施しており、地域

の新たな雇用を創出するとともに、町のに

ぎわいを促進し、地域経済の振興を図るた

め、起業に必要な経費の一部を補助してお

ります。 

 また、空き店舗活用事業では、中心市街

地区域の空き店舗における新規起業者等に

対して、空き店舗の家賃の一部を補助して

おります。 

 さらに、店舗リフォーム事業では、集客

力の強化による経営の安定化及び店舗機能

の維持または向上を図るため、店舗リフォ

ームに要する経費の一部を補助しておりま

すが、制度利用者からの意見を踏まえて、

補助制度の再度の利用について実施する考

えであります。 

 今後、さらなる中心市街地活性化対策と

して、既存事業を継続しながら、商工会議

所をはじめとした関係団体と連携を図り、

積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君） 再質問をさせてい

ただきます。 

 先ほど少子化対策、福祉対策について、

大江議員やほかの議員も質問しており、町

長も前向きに答弁していましたけれども、

これはやって当然のことだと思っておりま

す。やって当たり前です。 

 ということを踏まえて、少子化を止める、

助成を増やすとした場合に、働く場がなけ

ればこの町に誰も居着いてくれません。そ

ういう意味で、市街地活性化、企業支援と

いうものを、私はずっとこればかりやって

いる気もするのですけれども、そういう意

味も含めて質問をしております。 

 今回の市街地活性化の問題は、今申した

とおり、以前から質問しております。中心

市街地への意欲、複合施設への取組も今後

の課題になるとの答弁をもらっております。 

 特に、公共施設と民間商業施設の共同運

用施設については、現在、喫緊に迫ってい

る図書館の改築問題がありますけれども、

これについて、中心市街地の再開発にとっ

て大変重要な、また、最大のチャンスだと

私は思っております。全国的に見ても、図

書館と民間または他施設との融合などは、

現在、特別な事例ではないわけです。 

 美幌町は今、図書館の改築問題の方向性

をこの一、二年の期間に決めなければなら

ない大切な時期です。今回、改選期でもあ

りますが、昨日、平野町長が２期目の立候

補を表明されました。次期町長への要望と

もしますが、市街地活性化問題は町だけの

問題とは思っておりませんけれども、民間

で進めようとしても、現状ではなかなかで

きないのではないかと思っております。 

 意欲のある商店街の人たちもたくさんい
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ますけれども、資金面を考えても、規模か

らいっても、できるかなという疑問がある

わけですから、その辺のことを考えれば、

町と一体となって再開発を考えなければな

らないと思っております。 

 その意味で、今申したように、図書館ほ

か、公営住宅もあるのですけれども、そう

いう時期でいけばいいチャンスなのかなと

思いますし、そこに土地があるからそっち

に行くという安易な方向に行ってほしくな

いと思います。 

 この町にはいろいろな施設がありますけ

れども、何せばらばらです。それを、今、

１万８,０００人おりますが、さきの報告で

は、あと１０何年もしたら１万２,０００人

と、もっと減るのではないかと思います。

出生が１年で６５人ですし、今の年齢とい

うか寿命を考えて８０を掛けても知れてい

るので、その半分も残ればいいほうで、多

分、３,０００人、４,０００人の世界です

からね。 

 今はまだ１万８,０００人ありますので、

今の時期にしっかりと、予算はかかるので

しょうけれども、その予算も町の将来への

投資としたら別にかけても問題はないです

し、昔のバブル期の無駄遣いとは様相が全

然違いますから、その辺のことも考えて、

市街地活性という認識について、いま一度

お伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、高橋議員から、

一貫して市街地活性化についての御質問を

いただいていることは十分認識しておりま

す。 

 その中で、他の議員等からの質問の少子

化対策の部分では、当然、そのことをやる

のは当たり前ですし、そうなると、この町

に魅力というか、皆さんが集える場所とい

うことは、にぎわいというか、働く場所と

いうものをしっかり考えていかなければな

らないと思っております。 

 確かに、買物ができる場所は郊外にでき

たりするのですけれども、本当に人が集ま

って、その中で子育てをするようなことや、

人と交わるということを考えなければいけ

ないと思っています。 

 そのことを前提として、皆様の御理解を

いただいて、立地適正化法というか、都市

計画マスタープランの修正に併せて、補助

金をもらえるという前提の中で立地適正化

計画を策定させていただいております。 

 民間と公共施設の融合ということは、私

もそう思うのですけれども、今言っていた

だいた図書館ということについては、その

組合せが今はそうだというのはなかなか言

い切れない状況です。 

 ほかのものもいろいろ考えなければいけ

ないと思っております。そういった中で、

公共的なものと民間の力を融合してという

話になっております。 

 そのためには、今言っていただいた一体

になって、スピードを上げて、皆さん方と

ということは、商業をやっている方々と十

分に協議した中での考えを示す必要がある

と思っております。 

 いずれにしても、今の時点の考えとして

は、速いスピードをもって一つの方向性を

出す必要があると思っております。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君） 町長の答弁はそう

だろうと予想しておりました。 

 先ほど、きてらすの問題がありました。

今すぐに新しくするということは考えてい

ない、それも含めたことを構想しているか

ら、商業複合、市街地活性の中の一つとし

て考えてくれているのだなと考えておりま

した。それならなおさら結構と思って話を

聞いておりました。 

 それも含めて、図書館も含めて、今度や

らなければならない公営住宅の問題にして

も、民間の力を寄せ集めて、そういうもの

を町全体につくっていかなければならない

と思います。あまりにもばらばら過ぎて、

町の中は閑古鳥が鳴いて、ゴーストタウン
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というような、車で中を走ったらそうです

よね、歯抜け状態になって。そういうこと

に対して民間と一体となってやっていかな

いと、この町に中心街というものがだんだ

んなくなってしまうのかなという懸念もあ

るものですから、今回、あえてこういうこ

とを聞いております。 

 そこで、市街地活性化、また起業家支援

も含めて、今回、グランドホテルの跡地に

帯広の会社でホテルを建ててもらえるとい

うことです。そこは福祉施設もやっている

会社ですから、その辺も対応してくれるの

かなと勝手に思っていますが、今、いろい

ろなところで民泊と言っています。清水町

では、町長が自ら自宅を開放して、俺のま

ちはみんなホテルだとテレビで宣伝してい

ますけれども、それをやるとなると大変な

労力でしょうから、よく決断したなと思っ

ています。 

 それとは別に、東大阪市です。今、朝ド

ラでも話題になっている町工場の町なので

すけれども、そこの商店街では、あれだけ

人口があるからさぞかしいいのだろうと思

ったのですが、そうでもなくて、歯抜け状

態になってきている商店街が結構あるよう

です。その中で、空き店舗を利用した民泊

を若い人が中心になってどんどんやってい

るようで、空き店舗の有効活用ということ

を一生懸命やっている報道も見ましたが、

すばらしいと思いました。 

 活力があるというか、そういうことも含

めて、我々は農家民泊などと言っています

けれども、これをやるほうにとってはしん

どい話で、気軽にやってくれというわけに

もいきません。ただ、商業地区であれば、

そういう経験のある方や、商業優先ででき

ますので、そういうことにも支援をしてい

ただければと思います。いろいろな支援策

があると思いますけれども、開発の中の支

援の一つとして、町長はどのようにイメー

ジしているのか、披露できるものがあれば

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今の時点での考え

ということでお聞きいただければと思って

います。 

 私は今、国道２４３号線を起点として、

美幌峠と町をつなげたいと考えています。

そうなると、美幌峠は、今、ある意味では

いろいろ改修されたり、今後、体験型のエ

リアとして整備できていくと思います。 

 そうなると、その方々を戻すというか、

まちの中に拠点となるものを何かつくらな

ければいけないという思いは持っています。 

 近々の課題では、今回、帯広の会社が４

月に施設の建設を始めてくれて、秋には完

成させていただけるのですけれども、それ

だけでは足りず、今、空き家制度の中で、

長期滞在ができる住宅改修をやっていただ

いています。これを増やしたいのです。 

 清水町のやり方もあるのですけれども、

私どもの町の規模でいったときに、声を上

げることは可能かもしれませんが、現実的

には難しい部分があるので、そういうお思

いの方に対してしっかり支援というか、補

助をしてやっていただいているので、その

運用をどうするか。 

 町が関わった以上、実際につくっていた

だいている方に対しての支援というよりも、

応援をしていく必要があると思いますし、

これからも、可能であればそれを増やして

いきたいという話があります。 

 一方で、農村地区については、これは切

り口が違って、教育旅行ということです。

昔は、修学旅行の体験版として農業に関わ

りたいという方がいらっしゃるので、それ

は教育旅行としたターゲットで、これは近

隣と組織化がされてきており、それはそれ

でやりたいという流れです。 

 そういう意味では、町の中においては、

少しでも空き家を減らしていきたいという

思いがあります。空き家は商店も含めて、

今後の計画の中でどうできるか分かりませ

んけれども、町が寂れているなという雰囲
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気ではなくて、古い住宅や店舗があるなら、

壊して更地にしてみんなで花を植えてもら

うとか、集えるような空間、できればそこ

に核になるようなものが整備できればいい

かなと今の段階では考えております。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君） まち並み活性化と

いうことで一つだけ申し上げます。 

 昔に聞いた北見の話なのですけれども、

北見の駅前は昔から結構立派なものが建っ

ていて、北見に来たよその会社の人たちが、

このまちは大きいまちなのだなと勘違いを

していたようです。これは冗談ではなくて、

すばらしいと思うのです。それをもって、

このまちに営業所をつくってもやっていけ

ると判断して、支店なり営業所を出しても

らっているという話を会社をやっている北

見市民から聞いたことがあります。 

 これはすごく大事なことで、寂れたまち

に会社を持ってこようなんて思いませんか

らね。 

 それがあるので、口を酸っぱくして、再

開発、再開発と僕は叫んでいるのです。 

 今回、ちょうど重なって、図書館にして

も、公営住宅にしても、さっき言ったきて

らすではないけれども、そういう問題がま

とまっているのです。これは、頭が痛い問

題ではなくて、うれしい問題だと思ってい

るのです。今後、そういう問題認識を持っ

て取り組んでいってほしいです。 

 やはり、華やかなまちには人が集まって

きますので、そうすれば、少なからず、仕

事が増えてくるのではないかという淡い期

待を持ってしゃべっています。 

 僕はずっと仕事をやってきました。だか

ら、寂れていく責任は自分にもあるなとい

う感じを込めて話しています。そういうこ

とも含めて、先ほど言ったように、民間と

町と一緒になって、お互いに尻をたたき合

いながらやっていければなと思っています。 

 その辺のところを再度お聞きします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 美幌でこれからも

人口が減ることはなかなか避けて通れない

けれども、下がる傾斜率を少しでもなだら

かにする努力はできると思うのです。 

 そういった中で、町の中に核となる部分

を、従来型の空いているところがあるから

物をつくるという考えでやるのは、今時点

の考えではなかなか難しいです。再開発と

は言わないけれども、思い切った手法でや

らなければいけないと思うのです。 

 そうなると、行政だけではなくて、皆さ

んがこれからの将来を考えた場合に、一枚

岩になれるかどうか、これが大きなポイン

トだと思っております。 

 そのときには、当然、新たな投資をしな

ければならないですし、そのことに対して

皆さんが一つにという話です。 

 これはスピードを要求される話でもある

ので、私も含めて関係する皆さんがその話

を一緒になってできる環境づくりを進めて

いくことが大事だと思っております。 

 今の私の立場では、そういう形を取るた

めには自分が努力しなければならないとい

う認識ではあるのですけれども、コロナ禍

もあった中で、美幌町がこれからどう進ん

でいくかというキーポイントの一つではな

いかと自分に常に問いかけている状況です。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君） そういうことだろ

うと私も考えています。 

 昨日、事務所が開かれて、窓口でビラを

拾ってきました。 

 うれしいことに、１番目に活力あるまち

づくりとありますので、今のは思いを込め

た答弁なのかなと思って聞いていました。

図書館云々と言っていますけれども、それ

も含めた、先ほど私が言ったことも考慮し

てもらって、これは事業が走って、できて

しまったら、もうどうにもこうにも後戻り

はできませんので、失敗のないように、事

業者、町民を含めて皆さんと練り上げてや

っていただきたいと感じます。 
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 最後にしますが、地域活性というか、こ

れとはちょっと違うと思うのですけれども、

ある隣の隣の町の話です。私どもの商売も

そうですけれども、熟練というのは大変大

事な話になります。水産関係のある事業所

の社長が、毎年、秋と春の時期に工場の作

業員として、道南から２０人、３０人に来

てもらっていると。来てもらっているのは

よくて、当たり前の話です。ただ、必ず毎

年、菓子折りをいただいて、そこの町の町

長が挨拶をしに来てくれて、これをずっと

欠かさずやってくれているので、なおさら

が親近感を持つのです。 

 これは大事な話だと思います。我が町も

そうです。町外資本の企業もあるわけです

から、そこには足しげく営業をするという

ことを日課にしてほしいぐらいです。 

 平野町長だけに言っているのではないで

す。そういうことをこの町の当たり前にし

てほしいと思っています。 

 そうなれば、新規の工場をつくるにして

も、やはり美幌にしよう、人もこっちに来

させようということにつながると思うので

す。 

 もう一つは、先ほど支援をどうのこうの

と言いました手続にしても、職員が支援し

てやっているのだではなくて、支援させて

いいただく、受けるほうは支援をさせてい

ただいたというようにお互いの気持ちでや

らなかったらうまくいきませんからね。上

から目線ではなくて、一緒になってやるぞ

ということをお願いします。 

 これは実感を持って経験しています。他

町村でいろいろな申請に行きますけれども、

何しに来たのか、してやろうかという態度

が昔は大半でした。今は全然違います。さ

あさあ、いらしてください、こちらでちゃ

んと手続をしますから、そこに座っていて

ください、そのぐらい態度が変わっていま

す。 

 それはずっと持続してほしいですし、部

課長、職員の皆さんにお願いしたいのです。

ここはすばらしい町だ、町ごとを挙げて歓

迎してくれるということにつながりますの

で、その辺のところの感想をお聞きします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今言われたことは、

私自身もしっかり受け止めさせていただき

ます。 

 私は今回、町長にさせていただいたとき

に、関係人口というお話をさせていただき

ました。関わる人、この人たちの縁をしっ

かり大切にすることが大事であって、私も

東京へ出た場合には、できるだけ美幌に関

わっている方のところに行ってお話をして

きます。この頃、私どものスタッフも、行

く機会を設けては、そういう会社を回って

いただいています。 

 これを町を挙げて、それぞれの立場でや

らなければならないと思っています。 

 行政としても、私だけではなく、職員も

含めて、外に出る機会をつくって、一つ一

つ丁寧に向き合って、美幌の魅力とか、私

どものというか、町民の方々の思いを伝え

る努力はしていく必要があると思います。 

 先ほど言ったように、皆さんが一つにな

ってということは、この町を次代に向けて

しっかりつないでいくことを皆さんとやれ

ればいいと思っております。 

 きちんと受け止めてまいりたいと思って

おります。 

○議長（大原 昇君） これで、４番髙橋

秀明さんの一般質問を終わります。 

 以上で、本日の一般質問を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎延会の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 本日の会議はこれで延会いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、本日はこれで延会すること

に決定しました。 
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――――――――――――――――――― 

◎延会宣告 

○議長（大原 昇君） 本日は、これで延

会いたします。 

 お疲れさまでした。 

       午後 ３時１２分 延会   
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